
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

第 ２ 部 
 
 
 

平成 22 年度推進状況及び 
 

平 成 23 年 度 推 進 計画 
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第１章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進 

 

第１節 県の推進体制の充実 
 １ 青森県男女共同参画推進条例 

   平成 13年７月４日、男女共同参画の推進について基本理念を定め、県の施策の基本となる事項を示すとともに、

県、事業者及び県民の責務を明らかにし、それぞれの連携、協力した取組を促すため、「青森県男女共同参画推進

条例」を公布・施行した。 

   条例では、男女共同参画を推進するための５つの基本理念と、県、事業者、県民それぞれの責務、男女共同参

画の推進に関する基本的な施策等が定められている。 

 

２ 青森県男女共同参画推進本部 

  男女共同参画社会の実現に向けて、施策の立案から事業の実施まで、男女共同参画の視点に立った全庁的な取

組を推進する必要があることから、庁内推進体制を強化し、施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成 15 年

10月２日、知事を本部長とする「青森県男女共同参画推進本部」を設置した。 

  平成 22 年度は、平成 22 年８月３日に「青森県男女共同参画推進本部会議」を開催し、新あおもり男女共同参

画プラン 21に関連する指標の進行状況について報告した。 

 

 ３ 新あおもり男女共同参画プラン 21 

   県では、平成 12 年１月に、男女共同参画に係る基本計画として「あおもり男女共同参画プラン 21」を策定し

たが、計画期間が平成 18 年度までとなっていたこと、その後の社会状況の変化へ対応するため、平成 19 年３月

５日に「新あおもり男女共同参画プラン 21」を策定した。 

   「新あおもり男女共同参画プラン 21」では、男女共同参画社会の実現を目指して、５つの基本目標と 14 の重

点目標を掲げ、平成 23年度までの男女共同参画の課題と施策の方向を明らかにしている。 

   「新あおもり男女共同参画プラン 21」は平成 23年度で終了するため、平成 24年度からの基本計画については、

平成 22年 12月に策定された国の第３次男女共同参画基本計画を勘案しながら、平成 23年度中に策定することと

している。 

 

 ４ 配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 

   平成 16 年 12 月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」において、配偶者か

らの暴力を防止し被害者の保護と自立支援のための施策に関する基本計画の策定が全ての都道府県に義務づけら

れたことから、本県においても平成 17年 12月に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」を策定した。 

   平成 19年７月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正され、配偶者暴力相談支援

センターの設置と基本計画の策定が市町村の努力義務となったことに伴い、平成 21年１月に「配偶者からの暴力

防止及び被害者支援計画」を改定した。 
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 ５ 青森県男女共同参画センター 

   青森県男女共同参画センターは、男女共同参画を推進する活動拠点施設として、平成 13年６月に開設した。平

成 18年４月から指定管理者に管理・運営を委託しているが、引き続き情報提供、各種講座の開催、相談など県民

の男女共同参画の取組を支援している。 

 

６ 青森県男女共同参画審議会 

   青森県男女共同参画審議会を知事の附属機関として平成 13 年 11 月に設置した。審議会では基本計画の策定や

変更、男女共同参画に関する重要事項を審議することとされている。 

当審議会では、平成 14年度は、「あおもり男女共同参画プラン 21」（平成 12年１月策定）を法定計画として位

置付けるための調査審議を行い、平成 14年２月に答申した。 

   平成 17 年度は、苦情処理体制の基本的な考え方を答申し、「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」への

意見聴取を行った。 

   平成 18年度は、「新あおもり男女共同参画プラン 21」の策定に係る基本的な考え方について、専門部会を設置

して調査審議を行い、平成 18年 12月に答申した。 

   平成 23年度は、平成 24年度からの基本計画策定等について、審議を予定している。 

 

 ７ 青森県が実施する男女共同参画の推進に関する施策等への苦情処理体制 

   青森県男女共同参画推進条例第 11条の規定に基づき、平成 17年 12月に「青森県が実施する男女共同参画の推

進に関する施策等の苦情・意見の申出に係る処理要綱」を定め、平成 18年４月から苦情処理制度がスタートした。

苦情等の申し出があった場合は男女共同参画審議会苦情等部会において調査審議を行い、申し出の状況について

は、毎年「青森県の男女共同参画の現状と施策」において公表することとしている。 

   平成 22年度までの申し出件数は０件である。 

 

第２節 市町村との連携強化 

   男女共同参画社会の実現のためには、住民にとって最も身近な市町村の果たすべき役割が重要であることから、

市町村と連携し、地域の実情を踏まえた市町村の取組を支援する。 

   平成 22 年度は、「市町村担当課長会議及び担当者研修会」の開催や、基本計画策定等を支援するアドバイザー

派遣事業に１回（１村）、アドバイザーを派遣した。 

   平成 23年度は、基本計画未策定の市町村に、より一層、計画策定を働きかけるとともに、アドバイザー派遣事

業等により引き続き支援していく。 

 

第３節 関係機関等との連携 

   男女共同参画社会を実現するためには、行政のみならず、県民一人ひとりが男女共同参画社会づくりへの理解

を深め、行動していくことが必要であることから、関係機関（男女共同参画社会の実現を目指して活動する県民

運動の推進母体である「青森県男女共同参画推進協議会」等の団体等）と連携し、男女共同参画社会づくりに向

けた地域における取組を促進する。 
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（１）新あおもり男女共同参画プラン 21 の体系図 

平成 19年 3月策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 目 標 重 点 目 標 

 

基本目標Ⅰ 

政策・方針決定過程への 

女性の参画拡大 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

重点目標２ 女性の人材養成と情報の提供 

基本目標Ⅳ 

男女共同参画社会づくり 

に向けた意識の改革 

 

重点目標 11 男女共同参画の視点に立った社会制度・

慣行の見直し、意識の改革 

重点目標 12 多様な選択を可能にする教育・学習の機

会の充実 

重点目標13 国際交流・国際協力の推進 

重点目標14 地球環境保全活動の推進 

基本目標Ⅴ 

国際社会を視野に入れた 

男女共同参画の推進 

重点目標３ 雇用等の分野における男女の均等な機会

と待遇の確保 

重点目標４ 農林水産業及び自営の商工業における男

女共同参画の促進 

重点目標５ 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立

支援 

重点目標６ 高齢者等が安心して暮らせる環境づくり 

重点目標７ 青森県男女共同参画センターの充実 

基本目標Ⅱ 

職場・家庭・地域における 

男女共同参画の実現 

 

 

重点目標８ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

重点目標９ メディアにおける男女共同参画の推進 

重点目標10 生涯を通じた男女の健康支援 

基本目標Ⅲ 

男女の人権が推進・擁護 

される社会の形成 
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①県が設置する審議会等の委員への参画促進 

 

 

②県における女性の職員の登用促進 

 

 

③市町村に対する審議会等委員への女性の参画促進の働き 

かけ 

 

④市町村に対する女性職員の登用の働きかけ 

 

⑤企業や各種団体等に対する女性の参画促進の働きかけ 

 

 

⑥女性の多様な参画を可能にする環境醸成 

 

 

⑦女性の参画状況に関する調査・研究の実施 

 

 

 

 

①政策・方針決定過程へ参画できる人材の養成 

 

②高等教育機関における人材養成 

 

③女性人材情報の充実と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標１ 

 

政策・方針決定過程 

への女性の参画促進 

(1) 審議会等の委員への女性の参画

拡大 

(2) 県における女性の職員の積極的 

   登用促進 

(3) 市町村における女性の参画促進 

     の要請 

(4) 企業や各種団体等における女性

の参画促進の要請 

(5) 女性の多様な参画を可能にする

環境醸成 

(6) 政策・方針決定過程への参画に

関する調査・研究の実施 

重点目標２ 

 

女性の人材養成と情

報の提供 

(1) 政策・方針決定過程へ参画でき

る人材の養成 

(2) 女性人材情報の充実と活用 
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①男女雇用機会均等法の定着促進 

 

②労働相談の実施 

 

③労働者福祉の向上 

 

④企業によるポジティブ・アクションの促進 

 

⑤調査・研究 

 

⑥労働環境・作業環境の改善 

 

⑦母性健康管理対策の推進 

 

 

⑧県機関における防止対策の推進 

 

⑨職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

 

⑩再チャレンジ支援 

 

⑪女性に対する能力開発等の支援 

 

⑫女性の起業家への支援 

 

 

⑬パートタイム労働者の労働条件の向上 

 

⑭派遣労働者の労働条件の向上 

 

 

 

①固定的な役割分担意識の是正 

 

②社会的機運の醸成・高揚 

 

③女性の労働に対する適正評価の促進 

 

④方針決定過程への女性の参画の促進 

 

 

⑤家族経営協定の締結促進 

 

 

 

⑥技術・経営管理能力の向上及び労働条件の整備 

 

 

⑦男性の家事・育児・介護等への参画促進 

 

 

 

⑧地域間交流の促進 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 職場・家庭・地域における男女共同参画の実現 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標３ 

 

雇用等の分野におけ

る男女の均等な機会

と待遇の確保 

(1) 雇用等の分野における男女の均

等な機会と待遇確保のためのポ

ジティブ・アクション(積極的

改善措置)の推進 

(2) 母性健康管理対策の推進 

(3) セクシュアル・ハラスメント防

止対策の推進 

(5) 多様な働き方を可能とする就業

条件の整備 

重点目標４ 

 

農林水産業及び自営

の商工業における男

女共同参画の促進 

(1) 女性の労働に対する適正評価と

あらゆる場における意識と行動

の変革 

(2) 意思決定の過程への参画促進 

(3) 家族経営協定の締結促進 

(4) 女性の経済的地位と能力の向上 

(4) 女性のチャレンジ支援事業の推

進 

(5) 男性の家事・育児・介護等への

参画促進 

(6) 地域間交流等における男女共同

参画の促進 
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①男性を含めた多様な働き方の見直しの理解・普及の促進 

 

②育児・介護を行う労働者の継続就労支援 

 

③男性の育児・介護休業取得のための環境整備 

 

④家庭生活における男性の参画促進 

 

⑤労働時間の短縮 

 

 

 

⑥地域における男女共同参画の推進 

 

⑦消費者活動への参画促進 

 

⑧ＰＴＡ活動への参画促進 

 

⑨男女共同参画の自主的活動への支援 

 

⑩ボランティア活動への参画促進 

 

 

⑪子育てを支援する環境づくり 

 

⑫多様な保育サービスの充実 

 

⑬子育てに関する相談支援体制の整備 

 

⑭児童健全育成の推進 

 

⑮こどもの豊かな心を育む環境づくり 

 

⑯自立支援の促進 

 

⑰相談援助体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標５ 

 

男女の職業生活と家

庭・地域生活の両立

支援 

(1) 仕事と家庭の両立のための雇用

環境の整備 

(2) 家庭生活における男性の参画の

促進 

(3) 地域社会における男女共同参画

の促進 

(4) 子育て支援対策の充実 

(5) ひとり親家庭の生活安定と自立

の促進 

(2) 家庭生活における男性の参画の 

 促進 
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①高齢者保健福祉の推進 

 

②介護保険制度の安定した運営 

 

③保健福祉マンパワーの養成・確保対策の促進 

 

④在宅生活支援施策等の充実 

 

⑤高齢者等の特性に配慮したまちづくり 

 

⑥生活基盤の確保 

 

⑦相談援助体制の充実 

 

⑧学習機会の充実 

 

⑨高齢者の社会参加活動の促進 

 

⑩高齢者のスポーツ活動等の支援 

 

⑪自立援助の促進 

 

⑫在宅福祉サービスの充実 

 

⑬地域生活の支援 

 

⑭相談援助体制の充実 

 

 

 

①情報機能の充実 

 

②交流機能の充実 

 

③自主活動支援機能の充実 

 

④啓発・学習機能の充実 

 

⑤相談機能の充実 

 

⑥文化活動機能の充実 

 

 

⑦県民参加による事業推進 

 

 

⑧市町村や国、各都道府県の女性センター等との連携 

 

 

 

 

 

 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標６ 

 

高齢者等が安心して

暮らせる環境づくり 

(1) 高齢者に対する保健福祉の整備 

(2) 高齢者の生活安定と自立の促 

進 

(3) 高齢者の社会参加の促進 

(4) 障害のある人の生活安定と自立

の促進 

重点目標７ 

 

青森県男女共同参画

センターの充実 

(1) 情報提供、啓発・学習等の機能

の充実 

(2)  県民参加による事業の推進 

(3)  市町村や国、各都道府県の女性

センターなどの関係機関との連

携 
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①女性に対する暴力の実態把握 

 

②女性に対する暴力についての社会的認識の徹底 

 

③有害環境の浄化対策の推進 

 

④関係機関の連携強化 

 

⑤相談・支援体制の充実・強化 

 

 

⑥「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」（ＤＶ基本計

画）に基づく施策の実施 
 

①メディアへの働きかけ 

 

 

②県が作成したガイドラインの周知・活用 

 

 

 

 

 

①女性の健康教育と相談支援の充実 

 

②健康診査等予防対策の充実 

 

③スポーツ活動の推進 

 

④女性の健康に大きな影響をもたらす問題についての対策の 

推進 

 

⑤性差医療の推進 

 

 

⑥周産期医療体制の整備及び母子保健医療の充実 

 

 

⑦「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する 

健康と権利）」の普及 

 

⑧性に関する教育・啓発・相談の推進 
 

⑨男性が抱える健康問題への対応 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ 男女の人権が推進・擁護される社会の形成 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標８ 

 

女性に対するあらゆ 

 る暴力の根絶 

(1) 女性に対する暴力の根絶のため 

 の環境づくり 

重点目標９ 

 

メディアにおける男

女共同参画の推進 

(1) メディアを活用した男女共同参

画の推進 

(2) 行政が作成する広報・刊行物等

における性差別につながらない

表現の促進 

重点目標10 

 

生涯を通じた男女の

健康支援 

(1) 生涯を通じた女性の健康支援 

(2) 妊娠・出産に関わる保健医療対

策の充実 

(3) 「リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ（性と生殖に関する健康

と権利）」の普及 

(2) 被害者の救済と支援 

(4) 男性の健康問題への対応 
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①職場・家庭・地域等における制度・慣行の見直し 

 

 

②あらゆる媒体を通じた理解促進活動の実施 

 

③多様な機会を通じた理解促進活動の推進 

 

④法律、制度の理解促進及び相談の充実 

 

⑤県職員の理解促進 

 

⑥企業・団体等への理解活動促進 

 

⑦各種団体との連携による理解促進活動の実施 

 

⑧男女共同参画に関する情報の定期的な収集、整備、提供 

 

 

 

 

①県における研修機会の充実 

 

②市町村における学習機会の充実への働きかけ 

 

 

 

③男性を対象とした学習機会の提供の充実 

 

 

④初等中等教育における男女平等の推進 

 

⑤教職員研修の充実 

 

⑥家庭科教育の推進 

 

⑦進路指導の充実 

 

⑧高等教育機関における男女平等教育 

 

⑨男女平等意識を育てる家庭教育の推進 

 

⑩家庭教育に関する学習・相談機会の充実 

 

⑪男女共同参画社会の形成をねらいとした学習機会の充実 

 

⑫多様な学習機会の提供 

 

⑬指導者の養成・確保 

 

⑭生涯学習推進体制の整備 

 

 

⑮生涯学習情報ネットワークの整備 
 

                                  ⑯生涯学習フェアの開催 

 

基本目標Ⅳ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標11 

 

男女共同参画の視点

に立った社会制度・

慣行の見直し、意識

の改革 

(1) 男女共同参画の視点に立った制

度・慣行の見直し 

(2) 理解促進活動の充実・強化 

(3) 法律、制度の理解促進及び相談

の充実 

(4) 意識調査・実態調査の実施 

重点目標12 

 

多様な選択を可能に

する教育・学習の機会

の充実 

(1) 行政関係職員等の研修機会の充

実 

(3)  保育や教育の場における男女平

等の推進 

(4) 家庭や地域における男女平等の

推進 

(2) 男性を対象とした学習機会の提

供の充実 

(5) 男女共同参画に関する生涯学習

の推進 
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①国際規範・国際基準の本県への取り入れ・啓発 

 

 

②女性問題に関する国際理解の推進 

 

③県内外国人との交流促進 

 

 

④国際交流の推進 

 

⑤国際協力の推進 

 

⑥県内在住の外国人女性への支援体制の整備 
 

 

 

 

①環境教育・学習の推進 

 

 

②環境保全活動の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅴ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

重 点 目 標 施 策 の 方 向 具  体  的  施  策 

重点目標13 

 

国際交流・国際協力 

 の推進 

(1) 国際規範・国際基準の本県への

取り入れ・普及 

(2) 女性問題に関する国際理解の推

進 

(3) 国際的視野に立った女性リーダ

ー等の育成 

重点目標14 

 

地球環境保全活動の

推進 

(1) 環境教育・学習の推進 

(2) 環境保全活動への支援 

(4) 本県在住の外国人女性に対する

支援 
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18年4月 23年4月 23年度

40.4% 40.0% 50.0%

18年3月 23年3月 23年度

213人 280人 275人

20年度 22年度 23年度

女性
76.7%

男性
0%

女性
81.1%

男性
0.8%

女性
90.6%

男性
1.23%

18年3月 23年3月 23年度

520戸 886戸 940戸

18年度 22年度 23年度

59.2% 80.9%

20年度 22年度 23年度

96.7% 98.7% 96.7%以上

21年 23年6月 23年

2.5
（16～20
年平均）

2.7
（18～22
年平均）
（概数）

減少
（18～22年

平均）

18年4月 23年4月 23年度

17.5% 42.5% 60.0%

18年度 22年度 23年度

13,470件 21,286件 23,000件

18年度 22年度 23年度

156人 385人 370人

（２）新あおもり男女共同参画プラン２１に関連する指標

 　基準値と比較して7,816件増加した。今
後も見やすいページ作りとこまめな更新
により、アクセス件数の増加を目指す。

　 ５ヵ年平均値は増加となったが、引き続
き、青森県周産期医療システムの円滑な
運用や母子保健事業等を通じて、妊娠・
出産期の女性が安心して過ごすことがで
きるための環境整備を継続する。

農林水
産政策
課

こどもみ
らい課

生涯学
習課

こどもみ
らい課

こどもみ
らい課

担当課

　 基準値と比較して21.7ポイント上昇し
た。今後も適切な遊び場及び生活の場が
確保され、児童の健全育成が図られるよ
う、市町村への支援を行うほか、放課後
子ども教室と放課後児童クラブの効果的
な運営のために研修会を継続して実施す
る。

青少
年・男
女共同
参画課

　 基準値と比較して67名増加し、目標値
を達成した。今後も市町村等関係機関へ
の働きかけにより、現状値以上となるよう
引き続き登録者の増加を目指す。

現状及び今後の方策等について目標値

基本目標Ⅴ

国際社会を
視野に入れ
た男女共同
参画の推進

10

9

男女共同参画セン
ターホームページ
アクセス数

男女雇用機会均等法に基づく母性健康
管理措置及び仕事と育児の両立に関する
事項として、青森県中小企業等労働条件
実態調査において、本県中小企業におけ
る男女の育児休業取得率を調査した数値
を設定したものである。

目標値は、平成20年度の全国の取得率
である。

 　青森県男女共同参画センターのホーム
ページに対するアクセス数である。
 　目標値は、平成20年度の達成状況を踏
まえ、年間約1,000件の増加を見込んで設
定している。

2

青少
年・男
女共同
参画課

青少
年・男
女共同
参画課

　 基準値と比較して229人増加し、目標
値を達成した。引き続き県民が国際交流
活動に直接参加できる機会を提供し、国
際交流ボランティアとして活動する県民
の増加を図る。

　 基準値を若干下回っている。今後も女
性人材バンクを整備するほか、審議会委
員として活躍できる女性人材の育成を図
るとともに、職務指定に対する柔軟な対
応などにより、女性の積極的な登用を働
きかけていく。

　 基準値と比較して25ポイント上昇した。
今後も市町村支援のためのアドバイザー
を派遣するなど、積極的に働きかけてい
く。

   女性、男性ともに本県が全国に比べて
低い状況にあることから、県で実施してい
る「青森県勤労女性講座」及び「青森県
労働講座」を受講する労使関係者及び一
般県民に対し、仕事と育児に関する普
及・啓蒙を図ることにより、育児休業の取
得を積極的に働きかけていく。

　 家族経営協定締結数は、基準値と比
較して366戸（70%）増加した。今後も農業
経営における男女共同参画推進に効果
的な取組である家族経営協定締結数の
拡大を積極的に働きかけていく。

青少
年・男
女共同
参画課

国際経
済課

労政・
能力開
発課

　「新あおもり男女共同参画プラン２１」の着実な推進を図るため、次のとおり指標を設定した。その進行状況は次のとおりとなっている。

男女共同参画基
本計画策定市町
村割合

全市町村数に対する男女共同参画基本
計画を策定した市町村の割合である。

目標値は、全国平均並みを目指して設
定している。

乳児死亡率（出生
千対）

基本目標Ⅳ

男女共同参
画社会づくり
に向けた意
識の改革

基本目標Ⅰ

政策・方針
決定過程へ
の女性の参
画拡大

基本目標Ⅱ

職場・家庭・
地域におけ
る男女共同
参画の実現

5

6

1

基準値

　 県の附属機関の審議会等に占める女性
委員の比率である。
　 政策・方針決定過程への女性の参画を
促進するものであるが、目標値は生活創
造推進プランに掲げた値を引き続き設定し
ている。

　 放課後の子どもの安全で健やかな活動
場所を確保し、総合的な放課後対策として
実施されている「放課後児童クラブ」と「放
課後子ども教室」のうち放課後児童クラブ
と同等の開設日数（年間200日以上）を有
する教室の県内総小学校数における設置
率である。
　 目標値は、県内総小学校数の75%として
いる。

75.0%

育児休業取得率

女性人材バンク登
録者数

 　政策・方針決定過程等への女性の参画
促進を目的に整備された女性人材バンク
の登録者数である。
　 目標値は、平成21年3月の達成状況を
踏まえ、年10人の増加を見込んで設定し
ている。

県審議会等の女
性委員比率

農業経営における役割や労働条件等を
家族間で取り決める「家族経営協定」を締
結する農家数である。

青森県農山漁村男女共同参画目標で
掲げている平成24年度目標値の1,000戸
を基に、平成23年度の目標値を設定して
いる。

家族経営協定締
結農家数

　 配偶者からの暴力防止及び被害者支
援計画に掲げるＤＶ予防対策としてセミ
ナーを開催しており、22年度は目標値を
達成した。
　引き続き、基準値以上となるよう今後も
青少年に対する予防啓発活動を推進す
る。

8

　 1月～12月の間の出生千人あたりの乳
児死亡率である。現状値は前年までの５ヵ
年平均としている。
　 女性が安心して妊娠・出産の時期を過
ごせるよう母子保健医療対策の促進を図
るためのもので、現状値より減少していくこ
とを目標として設定している。

ＤＶ予防啓発セミ
ナーにおける理解
度

現状値No基本目標 指　標　項　目 内　　　　　　容

基本目標Ⅲ

男女の人権
が推進・擁
護される社
会の形成

 　青森県国際交流協会における通訳、ガ
イド、翻訳等のボランティアの登録者数で
ある。
 　目標値は、基準値及び登録実績を踏ま
えて設定している。

国際交流ボラン
ティア登録者数

7

　県内中学生を対象としたＤＶ予防啓発セ
ミナーのアンケート結果に基づく生徒の理
解度である。
　目標値は、基準値以上として設定してい
る。
　

3

4

放課後児童クラブ
等設置率
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                （３）新あおもり男女共同参画プラン 21 に係る関連事業一覧表 

 基本目標Ⅰ  政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

  重点目標１  政策・方針決定過程への女性の参画促進 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）審議会等の委員への

女性の参画拡大 

①県が設置する審議会等の委員へ

の参画促進 

・審議会等委員への女性登用の

促進 

・（再掲）あおもりウィメンズ

アカデミー 

 

・審議会等委員への女性登用の

促進 

・（再掲）あおもりウィメンズ

アカデミー 

全部局 

 

男女共同参画センター 

（２）県における女性の職

員の積極的登用促進 

②県における女性の職員の登用促

進 

・女性職員の管理職への登用促

進 

 

・女性職員の管理職への登用促

進 

人事課 

（３）市町村における女性

の参画促進の要請 

 

 

③市町村に対する審議会等委員へ

の女性の参画促進の働きかけ 

・（再掲）女性人材バンク整備 

 事業 

 

・（再掲）女性人材バンク整備 

 事業 

青少年・男女共同参画課 

④市町村に対する女性職員の登用

の働きかけ 

・市町村の現状調査及び情報提

供 

 

・市町村の現状調査及び情報提

供 

青少年・男女共同参画課 

 

（４）企業や各種団体等に

おける女性の参画促

進の要請 

⑤企業や各種団体等に対する女性

の参画促進の働きかけ 

 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

・（再掲）企業啓発事業 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

 

労政･能力開発課   

男女共同参画センター 

（５）女性の多様な参画を

可能にする環境醸成 

 

 

⑥女性の多様な参画を可能にする

環境醸成 

 

 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 

・「攻めの普及活動」グレード

アップ推進事業 農山漁村

女性リーダー育成事業 

 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 

・「攻めの普及活動」グレード

アップ推進事業 農山漁村

女性リーダー育成事業 

 

男女共同参画センター 

 

青少年・男女共同参画課 

 

農林水産政策課 

 

 

 

（６）政策･方針決定過程へ

の参画に関する調

査・研究の実施 

⑦女性の参画状況に関する調査・

研究の実施 

・女性の参画状況に関する調査

の実施 

・女性の参画状況に関する調査

の実施 

青少年・男女共同参画課 

 

 

 重点目標２  女性の人材養成と情報の提供 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）政策･方針決定過程へ

参画できる人材の養

成 

①政策･方針決定過程へ参画でき

る人材の養成 

 

・（再掲）あおもりウィメンズ

アカデミー 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）あおもりウィメンズ

アカデミー 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・新ステージの漁村を担う人財

啓発事業 

 

男女共同参画センター 

 

農林水産政策課 

 

 

水産振興課

 

②高等教育機関における人材養成 ・（再掲）大学生の将来設計プ

ロジェクト 

 

・（再掲）アピオあおもり“し

ごと”プログラム 

男女共同参画センター 

（２）女性人材情報の充実

と活用 

③女性人材情報の充実と活用 ・女性人材バンク整備事業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

 

・女性人材バンク整備事業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

青少年・男女共同参画課 

農林水産政策課 

 

 基本目標Ⅱ  職場・家庭・地域における男女共同参画の実現  

  重点目標３  雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）雇用等の分野におけ

る男女の均等な機会

①男女雇用機会均等法の定着促進 ・勤労女性講座の開催 

 

・勤労女性講座の開催 労政・能力開発課 
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と待遇確保のための

ポジティブ・アクシ

ョン（積極的改善措

置）の推進 

 

 

②労働相談の実施 ・青森県労働講座の開催 

 

・青森県労働講座の開催 労政・能力開発課 

 ③労働者福祉の向上 ・（再掲）青森県労働講座の開

催 

 

・（再掲）青森県労働講座の開

催 

労政・能力開発課 

④企業によるポジティブ･アクシ

ョンの促進 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

 

労政・能力開発課 

 

 ⑤調査・研究 ・青森県中小企業等労働条件実

態調査 

 

・青森県中小企業等労働条件実

態調査 

労政・能力開発課 

⑥労働環境･作業環境の改善 ・(再掲)青森県労働講座の開催 ・(再掲)青森県労働講座の開催 労政・能力開発課 

（２）母性健康管理対策の

推進 

⑦母性健康管理対策の推進 ・労働基準法及び男女雇用機会

均等法の妊娠中及び出産後

の健康管理の規定周知 

 

・労働基準法及び男女雇用機会

均等法の妊娠中及び出産後

の健康管理の規定周知 

労政・能力開発課 

 

（３）セクシュアル･ハラス

メント防止対策の推

進 

⑧県機関における防止対策の推進 （県の相談体制の充実） 

 

（県の相談体制の充実） （人事課） 

⑨職場におけるセクシュアル・ハ

ラスメント防止対策の推進 

・（再掲）勤労女性講座の開催 ・（再掲）勤労女性講座の開催 労政・能力開発課 

（４）女性のチャレンジ支

援事業の推進 

 

 

⑩再チャレンジ支援 

 

 

 

 

 

・（再掲）経済的に困難な状況

にある女性のためのパソコ

ン講座 

・（再掲）母親・父親のための

就労応援プログラム 

・キャリア形成支援事業 

 

・（再掲）経済的に困難な女性

のための就労応援フェア 

 

・（再掲）子育て男女自立支援

事業 

・キャリア形成支援事業 

男女共同参画センター 

 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

⑪女性に対する能力開発等の支援 ・（再掲）スキルアップセミナ

ー 

・母子家庭の母等の職業的自立

促進事業 

・委託訓練活用型デュアルシス

テム 

 

 

 

・（再掲）ステップアップセミ

ナー 

・母子家庭の母等の職業的自立

促進事業 

・委託訓練活用型デュアルシス

テム 

・（再掲）キラリと光る女性ス

テップアップ事業 

男女共同参画センター 

 

労政・能力開発課 

 

労政・能力開発課 

 

中南地域県民局地域連携部 

⑫女性の起業家への支援 ・青森県未来への挑戦資金 

 特別保証融資制度 

・農商工連携による農林漁業若

手女性支援事業 

・農山漁村ウーマン・プレジデ

ント育成事業 

 

 

 

・青森県未来への挑戦資金 

特別保証融資制度 

 

 

・農山漁村ウーマン・プレジデ

ント育成事業 

・キラリと光る女性ステップア

ップ事業 

商工政策課 

 

農林水産政策課 

 

農林水産政策課 

 

中南地域県民局地域連携部 

（５）多様な働き方を可能

とする就業条件の整

備 

 

⑬パートタイム労働者の労働条件

の向上 

・（再掲）勤労女性講座の開催 ・（再掲）勤労女性講座の開催 労政・能力開発課 

⑭派遣労働者の労働条件の向上 ・（再掲）青森県労働講座の開

催 

 

・（再掲）青森県労働講座の開

催 

労政・能力開発課 

 

 重点目標４  農林水産業及び自営の商工業における男女共同参画の促進 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）女性の労働に対する

適正評価とあらゆる

場における意識と行

動の変革 

①固定的な役割分担意識の是正 

②社会的機運の醸成･高揚 

③女性の労働に対する適正評価の

促進 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）新ステージの漁村を

担う人財啓発事業 

 

農林水産政策課 

 

 

 

水産振興課 

（２）意思決定の過程への

参画促進 

④方針決定過程への女性の参画の

促進 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

農林水産政策課 
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・（再掲）新ステージの漁村を

担う人財啓発事業 

水産振興課 

（３）家族経営協定の締結

促進 

⑤家族経営協定の締結促進 

 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

 

農林水産政策課 

（４）女性の経済的地位と

能力の向上 

 

 

⑥技術・経営管理能力の向上及び

労働条件の整備 

 

・若手後継者等育成事業 

・青森りんご「人」と「技」の

強化支援事業 

・林業女性･高齢者支援事業 

・水産物加工に係る技術指導 

・（再掲）農商工連携による農

林漁業若手女性支援事業 

・若手後継者等育成事業 

・青森りんご「人」と「技」の

強化支援事業 

・林業女性･高齢者支援事業 

 

 

 

・（再掲）新ステージの漁村を

担う人財啓発事業 

 

商工政策課 

りんご果樹課 

 

林政課 

水産振興課 

農林水産政策課 

 

水産振興課 

（５）男性の家事・育児・

介護等への参画促進 

⑦男性の家事・育児・介護等への 

 参画促進 

  （農林水産政策課） 

（６）地域間交流等におけ

る男女共同参画の促

進 

⑧地域間交流の促進 ・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）新ステージの漁村を

担う人財啓発事業 

 

農林水産政策課 

 

 

 

水産振興課 

 

 重点目標５  男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）仕事と家庭の両立の

ための雇用環境の整

備 

 

 

①男性を含めた多様な働き方の見

直しの理解・普及の促進 

・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（テキスト） 

・男性育児休業取得促進事業

（体験記） 

・持続可能な仕事と生活の調和

推進事業 

 

・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（テキスト） 

 

 

・持続可能な仕事と生活の調和

推進事業 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

②育児・介護を行う労働者の継続

就労支援 

・育児・介護休業者生活安定資

金融資制度 

 

・育児・介護休業者生活安定資

金融資制度 

労政・能力開発課 

 

③男性の育児・介護休業取得のた

めの環境整備 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

・男性育児休業取得促進事業

（出前講座） 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

 

・(再掲)勤労女性講座の開催 

 

 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

労政・能力開発課 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

（２）家庭生活における男

性の参画の促進 

④家庭生活における男性の参画促

進 

・（再掲）オープンカレッジ 

・（再掲）男性育児休業取得促

進事業 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

・男の介護ビギナー応援事業 

 

・（再掲）オープンカレッジ 

 

 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

・男の介護ビギナー応援事業 

男女共同参画センター 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

⑤労働時間の短縮 

 

・（再掲）青森県中小企業等労

働条件実態調査 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

・（再掲）持続可能な仕事と 

生活の調和推進事業 

 

・（再掲）青森県中小企業等労

働条件実態調査 

・(再掲)勤労女性講座の開催 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

労政・能力開発課 

 

労政・能力開発課 

青少年・男女共同参画課 

 

（３）地域社会における男

女共同参画の促進 

 

 

 

 

⑥地域における男女共同参画の推

進 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

・ボランティアリーダー活動支

援事業 

・ほのぼのコミュニティ２１推

進事業 

・（再掲）オープンカレッジ 

・パワフル AOMORI!創造セミナ

ー 

 

・（再掲）持続可能な仕事と生

活の調和推進事業 

・ボランティアリーダー活動支

援事業 

・ほのぼのコミュニティ２１推

進事業 

・（再掲）オープンカレッジ 

・パワフル AOMORI!創造セミナ

ー 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

健康福祉政策課 

 

男女共同参画センター 

生涯学習課 
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⑦消費者活動への参画促進 ・消費者啓発等事業 

 

・消費者啓発等事業 県民生活文化課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ＰＴＡ活動への参画促進   （生涯学習課） 

⑨男女共同参画の自主的活動への

支援 

 

・青森県地域婦人団体連合会補

助事業 

・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 

・（再掲）スキルアップセミナ

ー 

・（再掲）オープンカレッジ 

・（再掲）活動支援事業 

・青森県地域婦人団体連合会補

助事業 

・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 

・（再掲）ステップアップセミ

ナー 

・（再掲）オープンカレッジ 

・（再掲）活動支援事業 

生涯学習課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

 

 

 

⑩ボランティア活動への参画促進 ・ボランティア活動情報提供事

業 

 

・あおもり NPO協働推進事業 

・（再掲）スキルアップセミナ

ー 

・学校支援地域本部事業 

・NPO法人活動情報提供事業 

 

・あおもり新しい公共支援事業 

・あおもり NPO協働推進事業 

・（再掲）ステップアップセミ

ナー 

・地域の教育力による学校支援

活動推進事業 

 

県民生活文化課 

 

県民生活文化課 

県民生活文化課 

男女共同参画センター 

 

生涯学習課 

（４）子育て支援対策の充

実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪子育てを支援する環境づくり ・子どもへの虐待防止対策事 

 業 

・あおもり子育て応援わくわく

店事業（店舗等による子育て

支援サービス） 

・あおもり子育て支援力レベル

アップ事業 

①ファミリーサポートセン

ター設置促進事業 

②子育て支援ネットワーク

づくり支援事業 

③青い森のほほえみプロデ

ュース活動支援事業 

・地域で取り組む子育て世代応

援事業 

・（再掲）子育て男女再就職支

援委託事業 

 

・子どもを守る地域ネットワー

ク強化支援事業 

・青森県子ども家庭支援センタ

ーの運営 

①情報提供事業 

②活動支援事業 

③学習・体験事業 

④普及啓発事業 

⑤調査・研究事業 

⑥その他（あおもり子育て応

援わくわく店事務局業務） 

・子どもへの虐待防止対策事 

 業 

・あおもり子育て応援わくわく

店事業（店舗等による子育て

支援サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・みんなで支えるパパ育・ママ

育応援事業 

・（再掲）子育て男女自立支援

委託事業 

・（再掲）しあわせ 未来予想図 

・子どもを守る地域ネットワー

ク強化支援事業 

・青森県子ども家庭支援センタ

ーの運営 

①情報提供事業 

②活動支援事業 

③学習・体験事業 

④普及啓発事業 

⑤調査・研究事業 

⑥その他（あおもり子育て応

援わくわく店事務局業務） 

・親子に優しい街づくり推進事

業 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

 

こどもみらい課 

 

 

 

 

 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

男女共同参画センター 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 
 

子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センター 

子ども家庭支援センター 

 

こどもみらい課 

⑫多様な保育サービスの充実 

 

・特色教育支援経費補助（預か

り保育等） 

・保育対策等促進事業等 

・保育所職員の資質の向上 

・保育料軽減事業費補助 

・認可外保育施設児童対策事 

 業 

・保育所緊急整備事業 

・特色教育支援経費補助（預か

り保育等） 

・保育対策等促進事業等 

・保育所職員の資質の向上 

・保育料軽減事業費補助 

・認可外保育施設児童対策事 

 業 

・保育所緊急整備事業 

 

総務学事課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

⑬子育てに関する相談支援体制の

整備 

・児童相談所の運営 

・地域子育て支援拠点関係者研

修 

・総合相談事業 

・主任児童委員研修費 

・相談に当たる職員の資質向上 

・家庭教育相談事業（ふれあい

テレホン） 

・児童相談所の運営 

・地域子育て支援拠点関係者研

修 

・総合相談事業 

・主任児童委員研修費 

・相談に当たる職員の資質向上 

・家庭教育相談事業（ふれあい

テレホン） 

 

こどもみらい課 

子ども家庭支援センター 

 

子ども家庭支援センター 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

生涯学習課 
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・働く女性医師等のための意欲

の湧く環境整備事業 

①保育等相談窓口事業 

②女性医師勤務サポートシ

ステム構築事業 

③ネットワーク構築事業 

 

 

 

・周産期地域医療再生特別対策

事業 

・医師の働きやすい環境づくり

支援事業 

①医師相談窓口事業 

②勤務サポートシステムフ

ォローアップ事業 

③医師の働きやすい環境づ

くりシンポジウム事業 

④臨床研修医セミナー等に

おける育児関連制度説明 

・周産期地域医療再生特別対策

事業 

 

医療薬務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療薬務課 

 ⑭児童健全育成の推進 ・児童館・児童センターの計画

的な整備 

・母親クラブ活動費補助 

・放課後児童健全育成事業費補

助 

・放課後子ども教室推進事業 

・児童館・児童センターの計画

的な整備 

・母親クラブ活動費補助 

・放課後児童健全育成事業費補

助 

・放課後子ども教室推進事業 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

 

生涯学習課 

⑮こどもの豊かな心を育む環境 

づくり 

・命を大切にする心を育む県民

運動推進事業 

 

・命を大切にする心を育む県民

運動推進事業 

青少年・男女共同参画課 

（５）ひとり親家庭の生活

安定と自立の促進 

⑯自立支援の促進 

 

・母子家庭等就業・自立支援セ

ンターの活用 

・母子家庭・寡婦及び父子家庭

介護人派遣事業 

・ひとり親家庭等医療費助成事

業 

・母子寡婦福祉資金貸付 

・児童扶養手当の支給 

・（再掲）母子家庭の母等に対

する職業的自立促進事業 

・子育て男女再就職支援委託事

業 

・（再掲）経済的に困難な状況

にある女性のためのパソコ

ン講座 

 

・母子家庭等就業・自立支援セ

ンターの活用 

・母子家庭・寡婦及び父子家庭

介護人派遣事業 

・ひとり親家庭等医療費助成事

業 

・母子寡婦福祉資金貸付 

・児童扶養手当の支給 

・（再掲）母子家庭の母等に対

する職業的自立促進事業 

・子育て男女自立支援委託事業 

 

・（再掲）経済的に困難な女性

のための就労応援フェア 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

労政・能力開発課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

男女共同参画センター 

⑰相談援助体制の充実 ・母子自立支援員による相談の

実施 

・母子自立支援プログラム策定

事業 

 

・母子自立支援員による相談の

実施 

・母子自立支援プログラム策定

事業 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

 

 
 

 重点目標６  高齢者等が安心して暮らせる環境づくり 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）高齢者に対する保健福

祉の整備 

 

 

 

 

 

 

①高齢者保健福祉の推進 

 

 

・各市町村老人福祉計画推進

の支援 

・高齢者サービス総合調整推

進事業 

・各市町村老人福祉計画推進

の支援 

 

 

・県老人福祉計画の推進等 

 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

②介護保険制度の安定した運営  

 

・介護保険事業支援計画の周

知、市町村の体制整備の支

援 

・介護保険事業支援計画の推

進 

・介護保険事業適正化の推進 

 

・第 5 期介護保険事業支援計

画の策定 

・介護保険事業支援計画の周

知、市町村の体制整備の支

援 

・介護保険事業支援計画の推

進 

・介護保険事業適正化の推進 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

 

 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

③保健福祉マンパワーの養成・確

保対策の促進 

・青森県福祉人材センターの

運営 

・社会福祉関係職員の研修 

・青森県福祉人材センターの

運営 

・社会福祉関係職員の研修 

 

健康福祉政策課 

 

健康福祉政策課 

④在宅生活支援施策等の充実 ・青森県介護実習・普及セン

ター運営事業 

・青森県介護実習・普及セン

ター運営事業 

 

高齢福祉保険課 
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（２）高齢者の生活安定と自

立の促進 

 

 

⑤高齢者等の特性に配慮したまちづくり ・バリアフリーマップ運用管

理事業 

・バリアフリーマップ運用管

理事業 

 

障害福祉課 

⑥生活基盤の確保 

 

・シルバー人材センター育成

援助事業 

 

・シルバー人材センター育成

援助事業 

労政・能力開発課 

 

⑦相談援助体制の充実 

 

・地域包括支援センターへの

支援 

・老人クラブリーダーの養成 

 

・地域包括支援センターへの

支援 

・老人クラブリーダーの養成 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

（３）高齢者の社会参加の促

進 

 

⑧学習機会の充実   （高齢福祉保険課） 

⑨高齢者の社会参加活動の促進 

 

・生涯現役社会づくり推進事

業 

・青森県長寿社会振興センタ

ー運営事業 

 

 

 

・青森県長寿社会振興センタ

ー運営事業 

高齢福祉保険課 

 

高齢福祉保険課 

⑩高齢者のスポーツ活動等の支援   （高齢福祉保険課） 

（４）障害のある人の生活安

定と自立の促進 

⑪自立支援の促進 ・障害者雇用の促進 

・（再掲）障害者社会参加・就

業支援セミナー 

 

・障害者雇用の促進 

・（再掲）障害者社会参加・就

業支援セミナー 

労政・能力開発課 

生涯学習課 

⑫在宅福祉サービスの充実 ・盲女性家庭生活訓練事業の 

 推進 

・障害者社会参加・就業支援

セミナー 

 

・盲女性家庭生活訓練事業の 

 推進 

・障害者社会参加・就業支援

セミナー 

障害福祉課 

 

生涯学習課 

⑬地域生活の支援 ・障害者社会参加推進センタ

ー運営事業 

 

・障害者社会参加推進センタ

ー運営事業 

障害福祉課 

⑭相談援助体制の充実 ・相談支援従事者研修事業 ・相談支援従事者研修事業 障害福祉課 

  
 

 重点目標７  青森県男女共同参画センターの充実 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１） 情報提供、啓発・学

習等の機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報事業 

・情報ライブラリーツアー 

・情報ライブラリーニュース発

行 

・図書出前貸出 

・展示パネルの作成と貸出 

・ホームページの運営 

・メールマガジンの発行 

・情報誌発行事業 

・情報事業 

・情報ライブラリーツアー 

・情報ライブラリーニュース発

行 

・図書出前貸出 

・展示パネルの作成と貸出 

・ホームページの運営 

・メールマガジンの発行 

・情報誌発行事業 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

②交流機能の充実 ・パートナーセッションの開催 

・活動団体パネル展示 

・パートナーセッションの開催 

・活動団体パネル展示 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

③自主活動支援機能の充実 

 

 

 

・活動支援事業 

・チャレンジアップ事業 

・スキルアップセミナー 

・ｅラーニング講座 

・活動支援事業 

・チャレンジアップ事業 

・ステップアップセミナー 

・ｅラーニング講座 

 

男女共同参画センター 
男女共同参画センター 
男女共同参画センター 
男女共同参画センター 

④啓発・学習機能の充実 

 

・オープンカレッジ 

・あおもりウィメンズアカデミ

ー 

・経済的に困難な状況にある女

性のためのパソコン講座 

・母親・父親のための就労応援

プログラム 

・大学生の将来設計プロジェク

ト 

・乳がん検診啓発事業 

・オープンカレッジ 

・あおもりウィメンズアカデミ

ー 

・経済的に困難な女性のための

就労応援フェア 

・子育て男女自立支援事業 
 
・アピオあおもり“しごと”プ

ログラム 

 

・しあわせ  未来予想図 

・出前啓発事業 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 
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 ⑤相談機能の充実 ・相談事業 

・相談室ミニ講座 

・ＤＶ被害者支援担当者講座 

・相談事業 

・相談室ミニ講座 

・ＤＶ被害者支援担当者講座 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

⑥文化活動機能の充実 ・ビデオ上映会 ・ビデオ上映会 

 

男女共同参画センター 

（２）県民参加による事業

の推進 

⑦県民参加による事業推進 ・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

 

男女共同参画センター 

 

（３）市町村や国、各都道

府県の女性センター

などの関係機関との

連携 

⑧市町村や国、各都道府県の女性

センター等との連携 

・市町村男女共同参画情報ネッ

ト事業 

・（再掲）女性のための再チャ

レンジ支援事業 

・市町村担当者情報交換会 

・（再掲）ＤＶ被害者支援担当

者講座 

・アピオあおもり見学会 

・市町村出前講座 

・市町村男女共同参画情報ネッ

ト事業 

・（再掲）女性のための再チャ

レンジ支援事業 

・市町村担当者情報交換会 

・（再掲）ＤＶ被害者支援担当

者講座 

・アピオあおもり見学会 

・市町村出前講座 

・女性就業促進・健康保持支援

バックアップ事業 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 
 基本目標Ⅲ  男女の人権が推進･擁護される社会の形成 

  重点目標８  女性に対するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）女性に対する暴力の根

絶のための環境づく

り 

 

 

 

①女性に対する暴力の実態把握 

 

・（再掲）女性相談所などでの

緊急一時保護体制の整備 

・（再掲）相談等に携わる職員

の研修 

・（再掲）配偶者暴力相談支援

センターの運営 

・（再掲）女性相談所などでの

緊急一時保護体制の整備 

・（再掲）相談等に携わる職員

の研修 

・（再掲）配偶者暴力相談支援

センターの運営 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

②女性に対する暴力についての社

会的認識の徹底 

・ハートフル・コミュニケーシ

ョン推進事業 

・ＤＶ防止広報事業 

・ハートフル・コミュニケーシ

ョン推進事業 

・ＤＶ防止広報事業 

・ＤＶ予防啓発事業 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

③有害環境の浄化対策の推進 ・有害図書等点検・立入調査事

業 

・有害図書等点検・立入調査事

業 

 

青少年・男女共同参画課 

④関係機関の連携強化 ・高齢者虐待防止対策事業 ・高齢者虐待防止対策事業 

 

高齢福祉保険課 

（２）被害者の救済と支援 ⑤相談・支援体制の充実･強化 ・女性相談所などでの緊急一時

保護体制の整備 

・相談等に携わる職員の研修 

・犯罪被害者支援事業 

・ストーカー対策事業 

・配偶者暴力相談支援センター

の運営 

・ＤＶ被害者支援事業 

・女性相談所などでの緊急一時

保護体制の整備 

・相談等に携わる職員の研修 

・犯罪被害者支援事業 

・ストーカー対策事業 

・配偶者暴力相談支援センター

の運営 

・ＤＶ被害者支援事業 

・ＤＶ被害者自立支援強化事業 

 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

教養課 

生活安全企画課 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

⑥「配偶者からの暴力防止及び被

害者支援計画」（ＤＶ基本計画）

に基づく施策の実施 

  （こどもみらい課） 

 
 

 

 重点目標９  メディアにおける男女共同参画の推進 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 
（１）メディアを活用した男

女共同参画の推進 
①メディアへの働きかけ ・男女共同参画週間ラジオ広報 

・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（新聞企画広告） 

・男女共同参画週間ラジオ広報 
・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（新聞企画広告） 
 

青少年・男女共同参画課 
青少年・男女共同参画課 

（２）行政が作成する広報･

刊行物等における性

差別につながらない

表現の促進 

②県が作成したガイドラインの周

知・活用 
・公的広報表現ガイドライン ・公的広報表現ガイドライン 青少年・男女共同参画課 
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 重点目標１０  生涯を通じた男女の健康支援 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）生涯を通じた女性の健

康支援 

 

 

 

 

 

 

①女性の健康教育と相談支援の充

実 

・（再掲）相談事業 

 

・（再掲）相談事業 

 

男女共同参画センター 

  

②健康診査等予防対策の充実 ・生活習慣病対策の推進 

 

・特定健診・特定保健指導の推

進 

・定期健康診断等の実施 

・生活習慣病対策の推進 

 

・特定健診・特定保健指導の推

進 

・定期健康診断等の実施 

 

がん・生活習慣病対策課 

 

高齢福祉保険課 

 

スポーツ健康課 

③スポーツ活動の推進 ・スポーツ活動の機会の充実 

・スポーツ指導者の資質の向上 

・スポーツ活動の機会の充実 

・スポーツ指導者の資質の向上 

スポーツ健康課 

スポーツ健康課 

④女性の健康に大きな影響をもた

らす問題についての対策の推進 

 

・エイズに関する教職員研修の

実施 

・薬物乱用防止に関する教職員

研修の実施 

・エイズに関する教職員研修の

実施 

・薬物乱用防止に関する教職員

研修の実施 

 

スポーツ健康課 

 

スポーツ健康課 

⑤性差医療の推進   （医療薬務課） 

（２）妊娠･出産に関わる保

健医療対策の充実 

 

 

⑥周産期医療体制の整備及び母子

保健医療の充実 

 

 

 

・親子の喫煙対策推進事業 

 

・妊産婦の健康支援 

・妊娠・出産への理解の啓発 

・母子の保健指導及び相談事 

 業 

・特定不妊治療費助成事業 

・乳幼児はつらつ育成事業 

・妊婦健康診査公費負担拡充分

への助成 

・母子保健地域力向上支援事業 

 

 

・妊産婦の健康支援 

・妊娠・出産への理解の啓発 

・母子の保健指導及び相談事 

 業 

・特定不妊治療費助成事業 

・乳幼児はつらつ育成事業 

・妊婦健康診査公費負担拡充分

への助成 

・妊産婦情報共有システム構築

事業 

 

がん・生活習慣病対策課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

こどもみらい課 

 

こどもみらい課 

 

（３）「リプロダクティブ･

ヘルス／ライツ（性

と生殖に関する健康

と権利）」の普及 

 

⑦「リプロダクティブ･ヘルス／ラ

イツ（性と生殖に関する健康と

権利）」の普及 

・（再掲）情報事業 

・不妊専門相談センター事業 

・（再掲）情報事業 

・不妊専門相談センター事業 

男女共同参画センター 

こどもみらい課 

⑧性に関する教育･啓発･相談の推

進 

・性に関する指導 

・性に関するセミナーの実施 

・性に関する教育普及推進事業 

・性に関する指導 

・性に関するセミナーの実施 

・性に関する教育普及推進事業 

 

スポーツ健康課 

スポーツ健康課 

スポーツ健康課 

（４）男性の健康問題への

対応 

⑨男性が抱える健康問題への対応 ・喫煙対策推進事業 

 

・地域自殺対策力強化事業 

・自殺対策緊急強化事業 

・喫煙対策推進事業 

 

 

・自殺対策緊急強化事業 

 

がん・生活習慣病対策課 

 

障害福祉課 

障害福祉課 

 

 

 

 基本目標Ⅳ  男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

  重点目標１１  男女共同参画の視点に立った社会制度･慣行の見直し、意識の改革 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）男女共同参画の視点

に立った制度･慣行

の見直し 

 

 

 

①職場･家庭･地域等における制

度･慣行の見直し 

 

 

 

 

・青森県男女共同参画推進本部

による全庁的取組の推進 

･青森県男女共同参画審議会の

適切な運営 

・苦情処理制度 

・国及び都道府県等関係機関と

の連携強化 

・青森県男女共同参画推進本部

による全庁的取組の推進 

･青森県男女共同参画審議会の

適切な運営 

・苦情処理制度 

・国及び都道府県等関係機関と

の連携強化 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

青少年・男女共同参画課 

 

（２）理解促進活動の充実･

強化 

 

②あらゆる媒体を通じた理解促進

活動の実施 

・（再掲）情報事業 

・（再掲）情報誌発行事業 

・（再掲）情報事業 

・（再掲）情報誌発行事業 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 
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③多様な機会を通じた理解促進活

動の推進 

 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（知事表彰） 
・男性育児休業促進事業（知事

表彰） 
・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 
・男女共同参画週間啓発事業 
・女性に対する暴力をなくす運

動 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・いきいき男女共同参画社会づ

くり事業（知事表彰） 
 
 
・（再掲）ボランティアリーダ

ー活動支援事業 
・男女共同参画週間啓発事業 
・女性に対する暴力をなくす運

動 

・（再掲）「攻めの普及活動」グ

レードアップ推進事業 農

山漁村女性リーダー育成事

業 

・（再掲）出前啓発事業 

 

男女共同参画センター 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

青少年・男女共同参画課 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

農林水産政策課 

 

 

 

男女共同参画センター 

 

（３）法律、制度の理解促

進及び相談の充実 

 

 

 

 

 

④法律、制度の理解促進及び相談

の充実 

 

・年次報告書「青森県の男女共

同参画の現状と施策」の作

成・配布 

・年次報告書「青森県の男女共

同参画の現状と施策」の作

成・配布 

 

青少年・男女共同参画課 

 

 

⑤県職員の理解促進 ・（再掲）男女共同参画職員研

修会開催 

・（再掲）男女共同参画職員研

修会開催 

 

青少年・男女共同参画課 

⑥企業･団体等への理解活動促進 ・（再掲）勤労女性講座の開催 

・（再掲）いきいき男女共同参

画社会づくり事業（知事表

彰） 
・（再掲）男性育児休業取得促

進事業（知事表彰） 
 

・（再掲）勤労女性講座の開催 

・（再掲）いきいき男女共同参

画社会づくり事業（知事表

彰） 
 

労政･能力開発課 

青少年・男女共同参画課 

 

 

青少年・男女共同参画課 

 ⑦各種団体との連携による理解促

進活動の実施 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）オープンカレッジ 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）オープンカレッジ 

 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

（４）意識調査･実態調査の

実施 

⑧男女共同参画に関する情報の定

期的な収集、整備、提供 

・学生のライフプランニング支

援に関する調査 

・学生のライフプランニング支

援に関する調査報告 

男女共同参画センター 

 

  重点目標１２  多様な選択を可能にする教育･学習の機会の充実 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）行政関係職員等の研

修機会の充実 

 

 

①県における研修機会の充実 ・男女共同参画職員研修会開催 ・男女共同参画職員研修会開催 

 

青少年・男女共同参画課 

②市町村における学習機会の充実

への働きかけ 

・青森県男女共同参画アドバイ

ザー派遣事業 

・（再掲）市町村出前講座 

・（再掲）市町村担当者情報交

換会 

・（再掲）ＤＶ被害者支援担当

者講座 

・青森県男女共同参画アドバイ

ザー派遣事業 

・（再掲）市町村出前講座 

・（再掲）市町村担当者情報交

換会 

・（再掲）ＤＶ被害者支援担当

者講座 

 

青少年・男女共同参画課 

 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

 

男女共同参画センター 

（２）男性を対象とした学

習機会の提供の充実 

③男性を対象とした学習機会の提

供の充実 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 

・（再掲）パートナーセッショ

ンの開催 
 

男女共同参画センター 

 

（３）保育や教育の場にお

ける男女平等の推進 

 

 

 

 

④初等中等教育における男女平等

の推進 

・学校教育活動を通した児童生

徒への啓発 

・ユニバーサルデザイン出前教

室 

・学校教育活動を通した児童生

徒への啓発 

 

学校教育課 

 

県民生活文化課 

⑤教職員研修の充実 ・教職員研修の充実 ・教職員研修の充実 

 

学校教育課 

⑥家庭科教育の推進 ・家庭科教育の推進 ・家庭科教育の推進 

 

学校教育課 

⑦進路指導の充実 ・進路指導の充実 ・進路指導の充実 

・キャリア教育の推進 

学校教育課 

学校教育課 

⑧高等教育機関における男女平等

教育 

・（再掲）大学生の将来設計プ

ロジェクト 

・（再掲）アピオあおもり“し

ごと”プログラム 

 

男女共同参画センター 
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（４）家庭や地域における

男女平等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨男女平等意識を育てる家庭教育

の推進 

・（再掲）いきいき男女共同参

画社会づくり事業（テキス

ト） 

・（再掲）地域で取り組む子育

て世代応援事業 

・（再掲）いきいき男女共同参

画社会づくり事業（テキス

ト） 

・（再掲）みんなで支えるパパ

育・ママ育応援事業 

 

青少年・男女共同参画課 

 

 

青少年・男女共同参画課 

⑩家庭教育に関する学習･相談機

会の充実 

・家庭教育支援基盤形成事業 

 

・地域における子育て支援の仕

組みづくり事業 

・つながりあい支えあい家庭教

育応援事業 

・家庭教育支援充実事業 

生涯学習課 

 

生涯学習課 

 

 ⑪男女共同参画社会の形成をねら

いとした学習機会の充実 

・（再掲）オープンカレッジ ・（再掲）オープンカレッジ 男女共同参画センター 

 ⑫多様な学習機会の提供 

 

・あおもり県民カレッジ学習支

援総合事業 

・あすなろﾏｽﾀｰｶﾚｯｼﾞ開設事業 

・ユニバーサルデザイン出前講

座 

・あおもり県民カレッジ学習支

援総合事業 

・あすなろﾏｽﾀｰｶﾚｯｼﾞ開設事業 

 

生涯学習課 

 

生涯学習課 

県民生活文化課 

 

⑬指導者の養成･確保 

 

 

 

・社会教育主事有資格者育成派

遣事業 

・家庭教育次世代応援セミナー 

・社会教育主事有資格者育成派

遣事業 

・家庭教育次世代応援セミナー 

生涯学習課 

 

生涯学習課 

（５）男女共同参画に関す

る生涯学習の推進 

⑭生涯学習推進体制の整備 ・生涯学習推進基盤整備事業 ・生涯学習推進基盤整備事業 

 

生涯学習課 

⑮生涯学習情報ネットワークの整

備 

・学習情報提供事業 

 

・学習情報提供事業 

 

生涯学習課 

 

⑯生涯学習フェアの開催 ・（再掲）あおもり県民カレッ

ジ学習支援総合事業 

・（再掲）あおもり県民カレッ

ジ学習支援総合事業 

 

生涯学習課 

 

 基本目標Ⅴ  国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

  重点目標１３  国際交流･国際協力の推進 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 

（１）国際規範・国際基準

の本県への取り入

れ・普及 

①国際規範･国際基準の本県への

取り入れ・啓発 

  （青少年・男女共同参画課） 

（２）女性問題に関する国

際理解の推進 

②女性問題に関する国際理解の推

進 

・（再掲）情報事業 ・（再掲）情報事業 
・オープンカレッジ 

男女共同参画センター 

男女共同参画センター 

③県内外国人との交流促進 ・国際交流ラウンジの管理運営

事業 

・国際交流ラウンジの管理運営

事業 

 

国際経済課 

（３）国際的視野に立った

女性リーダー等の育

成 

④国際交流の推進 ・外国青年招致事業 ・外国青年招致事業 国際経済課 

⑤国際協力の推進 ・青年海外協力活動促進事業 ・青年海外協力活動促進事業 国際経済課 

（４）本県在住の外国人女

性に対する支援 

⑥県内在住の外国人女性への支援

体制の整備 

・県民と進める多文化共生推進

事業 

 

 国際経済課 

 

 重点目標１４  地球環境保全活動の推進 

施策の方向 具体的施策 ２２年度主な事業等 ２３年度主な事業等 主な担当課 
（１）環境教育・学習の推

進 
 

①環境教育･学習の推進 
 

・こどもエコクラブ活動促進事

業 
・北東北三県環境副読本共同作

成事業 
・あおもり地域環境力向上事業 
・「青森宣言」を未来につなぐ

環境・エネルギー教育推進事

業 
・環境教育の推進 

・こどもエコクラブ活動促進事

業 
・北東北三県環境副読本共同作

成事業 
・あおもり地域環境力向上事業 
・地域の人財による環境教育推

進事業 
 
・環境教育の推進 
 

環境政策課 
 
環境政策課 
 
環境政策課 
環境政策課 
 
 
学校教育課 
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（２）環境保全活動への支

援 
②環境保全活動の支援 ・（再掲）こどもエコクラブ活

動促進事業 
・（再掲）北東北三県環境副読

本共同作成事業 
・（再掲）あおもり地域環境力

向上事業 
・（再掲）「青森宣言」を未来

につなぐ環境・エネルギー教

育推進事業 
 

・（再掲）こどもエコクラブ活

動促進事業 
・（再掲）北東北三県環境副読

本共同作成事業 
・（再掲）あおもり地域環境力

向上事業 
・（再掲）地域の人財による環

境教育推進事業 

環境政策課 
 
環境政策課 
 
環境政策課 
 
環境政策課 

 



104
 

第２章 施 策 の 内 容 
 
 

基本目標Ⅰ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
 
 

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 
（P10～16 第１部第１章「第１節  政策・方針決定過程への女性の参画促進」参照） 

 

重点目標２ 女性の人材養成と情報の提供 
１ 政策・方針決定過程へ参画できる人材の養成 

○ 農山漁村女性リーダー育成事業（農林水産政策課） 

農林漁業経営や地域社会活動に女性の意見等を反映させるため、各種学習会や関係機関・団体長等との懇談

会の開催等により、農山漁村女性の能力向上と活用の場の拡大、次世代女性リーダーの育成等を支援した。 

平成 23 年度も各種学習会や懇談会、先進事例研修等を開催し、方針決定の場へ参画できる女性の育成・支

援を行うこととしている。 

 

○ 新ステージの漁村を担う人財啓発事業（水産振興課） 

    元気のある新たな漁村づくりのため、近い将来に漁業や漁協経営及び浜の生活の主体的役割を担う女性も含

めた中堅の漁業者、漁協職員を対象として、浜のマネージャー候補を公募し、「現場力」「経営改善」等をキー

ワードとした巡回研修及び集合研修等を集中的に実施することとしている。 

 

２ 女性人材情報の充実と活用 

(1)  女性人材バンク整備事業（青少年・男女共同参画課） 

県では、県・市町村の審議会等における女性委員の登用を積極的に進めるため、女性人材情報を収集・管理

し、情報提供している。平成 23 年４月末現在の登録者は 280 人となっている。 

 

(2)  農山漁村女性リーダー育成事業（農林水産政策課） 

農山漁村女性の能力と社会的評価の向上を図り、農林水産業の振興や農山漁村の活性化の推進役を担って

もらうため、県では、市町村長からの推薦を受けて、特色ある農林水産業の推進や住みよい社会づくりに取

り組み、優れた地域活動の実績を持つ農山漁村女性リーダーを「ＶｉＣ・ウーマン」として認定している。 

平成 22 年度は、新たに 20 人が認定される一方、任期満了者が 11 人あったことから、平成 23 年４月には

409 人になった。 

平成 23 年度も引き続き、ＶｉＣ・ウーマンの認定を行い、ＶｉＣ・ウーマンの能力向上及び地域活動を支

援する。 
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基本目標Ⅱ 職場・家庭・地域における男女共同参画の実現 
 

 

重点目標３ 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

１ 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇確保のためのポジティブ・アクション(積極的改善措置)の推進  

   (1)  勤労女性講座の開催（労政・能力開発課） 

男女雇用機会均等法に基づき厚生労働省が定める「仕事と家庭を考える月間」にちなみ、毎年 10 月に働く

女性の福祉向上を図ることを目的とし、「勤労女性講座」を開催している。 

     平成 22 年度は青森市、八戸市の２会場において、青森労働局雇用均等室 室長 本間 玲子氏による「改正 育

児・介護休業法について～就業規則等改定の実務ポイント～」と題しての基調講演、社会福祉法人寿栄会 事

務長 吉野 洋子氏による「仕事と家庭を両立しやすい企業をめざして」と題しての事例発表、社会福祉法人福

祉の里 田中 慎吾氏による「男性の育児休業取得第１号になりました！」と題しての体験発表のほか、財団法

人 21 世紀職業財団青森事務所雇用管理アドバイザーによる「両立支援レベルアップ助成金について」の説明

があった。 

 

  (2)  青森県労働講座の開催（労政・能力開発課） 

     県内事業所の労使関係者及び一般県民を対象として、労働問題全般について解説することにより、労使関係

の安定化と福祉の向上を図ることを目的とし、「青森県労働講座」を開催している。 

     平成 22 年度は青森市、八戸市、弘前市の３会場において、高地税理士・社会保険労務士・行政書士事務所 

所長 高地豊人氏による「労使トラブルの具体的事例研究 Part５ ～あなたの疑問に答えます～」と題して

の講演と、青森労働局労働基準部賃金室 賃金指導官 山脇 雅史氏による「事業所における賃金退職制度の問

題点」と題しての講演と、中小企業退職金共済事業本部青森地域普及推進員 渡邊 茂氏による「適格退職年金

制度の移行状況と中退共制度について」と題しての講演を開催した。 

 

(3)  青森県中小企業等労働条件実態調査（労政・能力開発課） 

     県内の事業所における基本的な労働条件の実態を把握し、報告書を公表することにより、労働条件改善の促

進を図っている。 

   平成 22 年度は、県内 1,000 事業所を対象に調査を行った。回答があったのは 434 事業所で回収率 43.4％で

あった。 

＜育児・介護休業制度関係について＞ 

①育児休業制度の有無 

  育児休業制度の有無については、84.8％の事業所で導入されている。 

②育児休業制度の利用状況、利用期間 

   平成 22 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までに出産した（若しくは配偶者が出産した）人と育児休業

制度を利用した（している）人について回答を求めた。利用者総数は 218 人で利用率は女性 81.1％に対し、

男性は 0.8％であった。また、利用後、職場復帰した（する）人は、女性で出産者の 41.9％となっている。
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利用期間は「10～12 ヶ月未満」が最も多く、次いで「３～６ヶ月未満」、「３ヶ月未満」となっている。 

③育児のための援助措置 

   働きながら子育てをする労働者を援助するため、何らかの措置がある事業所は 71.9％となっている。措

置の内容は「短時間勤務制度」や「所定労働時間を超えて労働させない制度」が多くなっている。 

④介護休業制度の有無等 

   「制度あり」と答えた事業所は 77.9％となっている。平成 22 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日にお

ける介護休業の利用者は 17 人で、利用期間は３ヶ月未満が 10 人、３～６ヶ月未満が１人、12 ヶ月以上が

６人となっている。 

     ⑤子の看護休暇制度の有無等 

      234 事業所が導入、利用可能日数は「５日」が 195 事業所と最も多く、次いで「10 日以上」が 19 事業所

となっている。平成 22 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日における子の看護休暇の利用者は延べ 147 人、

平均利用日数は 3.0 日となっている。企業規模別にみると、企業規模「30～99 人」で 165 事業所と最も導入

が進んでいる。利用人員は「100～299 人以上」の事業所で 14 人と最も多く、平均利用日数は「100～299 人」

の事業所で 3.2 日と最も多い。 

＜労働時間について＞ 

 （P27 第１部第２章第１節「６ 年間総労働時間」参照） 

 

 ２ 母性健康管理対策の推進 

○ 労働基準法及び男女雇用機会均等法の妊娠中及び出産後の健康管理の規定周知（労政・能力開発課） 

    労働基準法及び男女雇用機会均等法を所管している青森労働局と連携を図りながら、新聞・ラジオ・県の広

報媒体及び各種セミナーでのパンフレット配布などの普及啓発活動を実施し、妊娠中及び出産後の健康管理の

規定周知に努めている。 

 

 ３ セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

  ○ 勤労女性講座の開催（労政・能力開発課） 

   （P105 第２部第２章 基本目標Ⅱ 重点目標３ １「(1) 勤労女性講座の開催」参照） 

 

県における取組（人事課） 

  平成 11 年度からセクハラ相談員を設置し、「セクハラ相談室だより」による職員への意識啓発のほか、職

員からの相談等に応じている。 

 

 ４ 女性のチャレンジ支援事業の推進 

  (1)  キャリア形成支援事業（男女共同参画センター） 

「キャリア形成支援活動」の大切さと重要性、その影響の大きさをしっかりと認識し、人間力向上の努力を

通して、キャリア支援をしていく。働く女性を対象に、「女性のヘルス＆キャリアセミナー」の実施と、女性

の再チャレンジを支援する「母親のための就職応援講座」を実施する。 
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(2)  母子家庭の母等の職業的自立促進事業（労政・能力開発課） 

母子家庭の母等を対象に再就職に必要な知識・技能を習得することを目的として、経理や事務、介護等の分

野について、３ヶ月の職業訓練と３日間の基礎的なビジネスマナー講習を組み合わせて実施している。 

平成 22 年度は県内６地区で実施し、入校者 44 名、修了者 38 名、修了者のうち就職した者が 18 名となって

いる。 

平成 23 年度は総定員 65 名で、県内各地で７コースを実施する計画である。 

 

(3)  委託訓練活用型デュアルシステム（労政・能力開発課） 

子育て終了後の女性やフリーター等の若者を対象に、ビジネスマナー講習を含む３～４ヶ月の座学と１ヶ

月の企業実習を組み合わせた職業訓練を実施している。 

平成 23 年度は総定員 260 名に拡充し、県内各地で 13 コースを実施する計画である。 

 

(4)  青森県未来への挑戦資金特別保証融資制度（商工政策課） 

県内で中小企業者として創業する者や、県内に事業所を有し、前向きな事業に取り組む中小企業者に対する

融資制度として、「未来への挑戦資金」を実施している。 

 

(5)  農商工連携による農林漁業若手女性支援事業（農林水産政策課） 

農業・農村の将来を担う若手女性起業家の早期育成を図り、継続的な起業化推進と所得確保を進めるため、

農林漁業に携わる若手女性に対して、農商工連携による育成体制の整備、起業を目指す若手女性の発掘、早期

起業化に向けたコンサルティング及び農商工連携によるインターンシップ等の起業支援を実施した。 

平成 22 年度は、若手女性 74 人をリストアップし、起業化プランの策定等により起業活動への参画を推進し

た。 

 

(6)  農山漁村ウーマン・プレジデント育成事業（農林水産政策課） 

農山漁村女性起業家が互いに連携し、経営力の強化を図ることで収益の増加及び農林水産業の６次産業化の

促進、新たな「食」産業の創出、働く場の拡大など地域活性化につながることが期待される。これらの取組を

加速させ、その中核を担い、本県の農山漁村女性起業を牽引する女性企業の早期育成を図るために必要な経費

を支援する。 

平成 22 年度は、２件の女性企業と３件の女性起業がモデル育成事業を実施した。 

   

(7)  キラリと光る女性ステップアップ事業（中南地域県民局地域連携部） 

        自らの夢の実現や創業・起業を志す女性を対象とした創業・起業セミナーの開催、事例研究等に基づくアク

ションプランの作成支援を実施する。 
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５ 多様な働き方を可能とする就業条件の整備 

   （P19 第１部第２章「第１節 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」参照） 

 

重点目標４ 農林水産業及び自営の商工業における男女共同参画の促進 

１ 女性の労働に対する適正評価とあらゆる場における意識と行動の変革 

○ 農山漁村女性リーダー育成事業（農林水産政策課） 

夫婦や家族等を対象としたセミナーや女性のライフステージに合わせた各種研修会を開催し、女性農業者の

役割や労働について適正に評価し、女性が意欲と誇りを持って農業に取り組めるよう啓発活動を行った。その

結果、農業や生活面の役割分担や就農条件等を明文化する家族経営協定を締結した農家が平成 23 年３月には

886 戸に増えた。 

また、女性起業活動の活発化により、起業数は平成 12 年の 190 件（グループ 158、個人 32）から平成 22 年

では 353 件（グループ 208、個人 145）に増え、女性の経済的自立はもとより、農業振興と地域活性化に対する

貢献度が大きいと評価が高まってきた。 

平成 23 年度も引き続き、各種研修会等を実施しながら、農業者や関係機関・団体等の意識改革を図っていく。 

 

２ 意思決定の過程への参画促進 

  ○ 農山漁村女性リーダー育成事業（農林水産政策課） 

    農林漁業経営や地域社会活動に女性の意見等を反映させるため、方針決定過程へ参画できる農村女性の人材

を養成した。 

    平成 23 年度も引き続き、女性リーダーの方針決定過程への参画を促進する。 

 

３ 家族経営協定の締結促進 

 （P29 第１部第２章第２節 「１ 農林水産業における女性の経営参画のための条件整備」参照） 

 

４ 女性の経済的地位と能力の向上 

 (1)  若手後継者等育成事業（商工政策課） 

商工会、商工会議所の女性部等の活動を支援するとともに、女性部員の資質向上のために研修

会等を開催している。 

 



第
２
章

施
策
の
内
容

109

表 78 商工会・商工会議所女性部活動状況                        （平成 22 年度） 

 研 修 会 名 活 動 状 況 

商 工 会 

部員研修会 
H22.6.3～4「青森県女性の創業地域活性化支援助成金」について 

H23.3.1  「広域連携委託事業報告会」 

東北・北海道ブロック研修会 H22.7.8～9「東北六県・北海道商工会女性部主張発表ブロック大会」 

商工会女性部全国大会 
H22.11.24～25 

「主張発表大会」 

商工会議所 

東北六県商工会議所女性会

連合会総会郡山大会 
H22.7.16 記念講演「華麗なる共演者たち」 

全国商工会議所女性会宮崎

全国大会 

H22.10.16  記念講演「鐘が鳴り響く瞬間～ディズニーと共に 30

年～」 

部員研修会 （研修）3 回 

 

表 79 平成 23 年度計画 

  活   動   内   容 

商  工  会 

○部員研修会 ○ブロック別交流・研修会  

○地域社会に貢献する事業の推進 

○資質向上の推進 

商工会議所 ○講演会 1 回、部員研修会 3 回、交流会 2回 

 

(2)  青森りんご「人」と「技」の強化支援事業（りんご果樹課） 

・新規就農した女性を含む農業者を対象に栽培技術（摘果）などの向上を目的とした現地講習会並びにセミナ

ーを開催する。 

・りんご産業の活性化を図るため、地域のリーダー的女性農業者を対象に、研修による生産技術のレベルアッ

プや、りんごの機能性に関する理解を深める。 

・りんごの消費拡大に向けて県外在住の一般女性を対象に、実際に産地に来て見て味わってもらうことで、消

費者の立場からりんごに関する情報発信による波及効果が期待できる人材を養成する。 

 

(3)  林業女性・高齢者支援事業（林政課） 

女性林業研究グループの研修、調査活動、展示会出展などの活動を支援している。 

平成 22 年度は、産直施設で農産物加工品を販売している貝守やまゆり会と、草木で染めたハンカチーフ等

を町内の観光施設で販売している白神レディスの活動支援を行った。 

平成 23 年度も山村の林業女性リーダーの育成及び女性林業研究グループの研修、調査活動、展示会出展な

どの活動を支援していく。 
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重点目標５ 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

 １ 仕事と家庭の両立のための雇用環境の整備 

(1)  いきいき男女共同参画社会づくり事業（青少年・男女共同参画課） 

  誰もが多様で柔軟な生き方、働き方が選択できる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

した社会を目指し、職場・家庭・地域における男女共同参画を推進することを目的として、啓発用冊子を作

成し、配布する。 

 

(2)  男性育児休業取得促進事業（青少年・男女共同参画課) （※平成 22 年度終了事業） 

男性の育児休業取得を契機とした仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会を形成

するため、県内企業における①子育てしやすい社風の形成、②男性従業員の育児に対する意識啓発、③経営

者等に対するワーク・ライフ・バランスの意識啓発に取り組み、男女がともに働きやすい職場環境づくりを

推進する。 

 

(3)  持続可能な仕事と生活の調和推進事業（青少年・男女共同参画課） 

 少子高齢化・人口減少時代を迎え、社会全体が持続可能であるためには、これまでの働き方を見直すこと

が必要である。 

県民が育児や介護、自己啓発や地域活動に励むことができるよう、県内企業が導入しやすいあおもり型ワー

ク・ライフ・バランスの基準を策定し、基準を満たした企業について事業所登録制度を実施することにより、

県内企業へのワーク･ライフ･バランスの導入を目指す。 

 

(4)  育児・介護休業者生活安定資金融資制度（労政・能力開発課） 

育児・介護休業をしている労働者を対象に、生活資金の融資枠を設けることで、育児・介護休業制度の利用

促進を図るとともに、育児休業または介護休業をしている労働者の生活の安定を図り、仕事と家庭の両立を支

援している。 

 

２ 家庭生活における男性の参画の促進 

(1)  男の介護ビギナー応援事業（青少年・男女共同参画課） 

少子高齢化、核家族化が進行する中で、シニア世代は介護の問題に直面しており、男性による介護も増加し

ているが、男性は家事・介護のスキルがないという問題があり、悩みを一人で抱え込んでしまう傾向にある。 

このため、平成 22 年度は、本県の家族介護の実情を把握するためのアンケート調査を実施するとともに、

男性の介護に関する理解普及とスキルの向上を目的として、青森市において男性の介護に関する講演会及び実

技講習会等を開催した。 

平成 23 年度も引き続き、各種講演会等を県内３ヶ所で開催するほか、新たに、男性介護者の集う会や傾聴

ボランティア養成講座を県内４ヶ所で開催し、男性介護者の地域での孤立化を防ぐための支援を行い、男女共

同参画を推進する。 
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(2)  勤労女性講座の開催（労政・能力開発課） 

（P105 第２部第２章 基本目標Ⅱ 重点目標３ １「(1) 勤労女性講座の開催」参照） 

 

３ 地域社会における男女共同参画の促進 

 (1)  ボランティアリーダー活動支援事業（青少年・男女共同参画課） 

地域でボランティアリーダーとして普及啓発活動に取り組む男女共同参画推進員を支援するため、全体研修

会を実施するとともに、市町村との連携を図るため、担当者との合同研修会を実施する。 

 

(2)  ほのぼのコミュニティ 21 推進事業（健康福祉政策課）  

高齢者や障害者をはじめ、誰もが共に支え合い住み慣れた地域の中で安心して暮らせるような地域福祉社会

を構築するため、子どもから高齢者まで住民参加による地域活動を地域の実情に即し総合的に推進する。 

児童を含めた地域の住民ボランティアとして、ひとり暮らし高齢者等に対する安否情報・友愛訪問などの見

守り活動を行う「ほのぼのコミュニティ 21 推進事業」を平成 22 年度は県内 37 市町村で実施した。 

 

  (3)  パワフル AOMORI!創造セミナー（生涯学習課） 

フィールドワークによる地域課題・生活課題・社会問題に関する「調査」「解決のための方策」「実践」を通

し、新しい地域づくりに取り組む“人間力”のあるリーダーを育成する。 

平成 22 年度は、理論学習、先進事例学習、県内の実践者のもとでのインターンシップの成果をもとに、「高

校生・大学生・専門学校生パフォーマンスライブ」等を行った。 

平成 23 年度は、４年間の活動実践をケーススタディとして、さらに内容を充実させ、より地域課題に即し

た取組を展開する。 

 

  (4)  消費者啓発等事業（県民生活文化課） 

消費者の自立を支援するため、消費生活情報誌発行（年２回）、「消費生活大学講座」等各種講座開催、県民

福祉プラザ２階の「消費生活情報提供コーナー」における情報提供、ホームページによる情報発信等啓発事業

を行っている。 

 

(5)  青森県地域婦人団体連合会補助事業（生涯学習課） 

女性の自主的活動を促進するため、女性団体への支援を行う。各種研修等の情報提供をするとともに、青森

県地域婦人団体連合会が主催する研修会に助成する。 

 

  (6)  ＮＰＯ法人活動情報提供事業（県民生活文化課） 

新しい公共の担い手であるＮＰＯ法人の活動内容を県民に対し情報提供するため、情報誌を発行する。 

   情報誌の編集は、県民や活動者の視点に立った情報を効果的に提供するため、民間に委託している。 
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(7)  あおもり新しい公共支援事業（県民生活文化課） 

     地域が抱える課題や住民のニーズが多様化する中、新しい公共の担い手として期待されるＮＰＯ等の自立的

活動を支援するため、ＮＰＯ等の活動基盤の整備や多様な主体との協働を推進するため「新しい公共の場づく

りのためのモデル事業」などに取り組む。 

 

(8)  あおもりＮＰＯ協働推進事業（県民生活文化課） 

「新たな公共の担い手」として期待されているＮＰＯ法人等が社会で自立した活動主体として発展し、県と

県民の自発的な公共活動を行っているＮＰＯ等との協働が推進されるシステムを構築するため、ワークショッ

プの開催、協働ルールブックの作成及び県の課題にＮＰＯ法人から企画提案を受け協議を行う「出会いの場」

の運営などを実施する。 

  

(9)  学校支援地域本部事業（生涯学習課） 

学校支援ボランティアによる多様な形態の支援により、教員や地域住民が子どもと向き合う時間を拡充し、

地域ぐるみで学校を支援する体制を作り、地域の教育力の向上を図る。 

平成 22 年度は、21 市町村、44 地域本部を設置した。 

    

 (10) 地域の教育力による学校支援活動推進事業（生涯学習課） 

学校支援活動の充実を目指し、意識啓発と人材育成、学校を支援する体制づくり等により、地域の教育力

の向上を図る。 

平成 23 年度は、14 市町村、66 カ所の小・中学校に学校支援センターを開設して学校支援ボランティア活

動を推進する。 

 

４ 子育て支援対策の充実 

(1)  子どもへの虐待防止対策事業（こどもみらい課） 

子どもへの虐待を未然に防止するために、平成 22 年度は市町村職員を対象に児童虐待防止対策について研

修会を行ったほか、子ども虐待ホットラインカードの作成・配布や人権啓発の路線バス広告（ステッカー）な

どにより、意識啓発活動を実施した。 

平成 23 年度も引き続き、医療機関、警察、教育機関等により構成する青森県要保護児童対策地域協議会を

開催し、関係機関の恒常的な連携を深めるとともに、広報誌等を活用した広報により、県民の意識啓発を図る

こととしている。 

 

(2)  あおもり子育て応援わくわく店事業（こどもみらい課） 

地域・社会全体で子育て支援を行う環境づくりの推進を図ることを目的に、店舗等の協力を得て子育て家庭

に対し割引等のサービスを行う「あおもり子育て応援わくわく店事業」を平成 19 年度から実施している。平

成 22 年度末における登録協賛店は 1,287 店（にこにこ店 897 店、ほのぼの店 498 店）となっている。 

   平成 23 年度も引き続き、青森県子ども家庭支援センターに事務局を設置し実施する。 
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(3)  あおもり子育て支援力レベルアップ事業（こどもみらい課） 

  地域社会全体で、子育て家庭を支援できるよう、子育て支援力のレベルアップを図り、安心して子どもを生

み育てる環境づくりを推進することを目的に、あおもり子育て支援力レベルアップ事業として、平成 22 年度

まで次の事業を実施した。 

①ファミリーサポートセンター設置促進事業 

   ファミリーサポートセンター事業の設置を促進するため、市町村担当職員、アドバイザー養成、サービス担

い手養成の各研修を実施した。 

②子育て支援ネットワークづくり支援事業 

   子育て支援事業に係る行政・民間協働のネットワークを構築し、子育て家庭に適切なサービスを提供するた

め、地域ネットワーク会議、地域交流会などを実施した。 

   ③青い森のほほえみプロデュース活動支援事業 

青い森のほほえみプロデュース推進協会の活動が円滑に行われ、県民の期待に十分応えることができるよう、

専門アドバイザーの派遣、活動支援アドバイザーの派遣等、必要な支援を行った。 

 

(4)  地域で取り組む子育て世代応援事業（青少年・男女共同参画課） 

平成 21 年度に実施した「子育て世代応援事業実態把握調査」から浮き彫りになった子育て世代が抱えてい

る不安解決やニーズ等に対応するために、平成 22 年度はモデル事業を実施した。モデル事業は、子育て中の

親の不安や悩みを取り除き、男女がともに育児に関わり、安心して子育てできる地域社会の支援体制を整備

するもので、おやこ広場の開設や父親対象のワークショップ等を、県内５地域７団体で実施した。 

 

(5)  みんなで支えるパパ育・ママ育応援事業（青少年・男女共同参画課） 

少子化・核家族化の進行や夫婦共働きの増加等の社会環境の変化を背景に、父親の育児参加がますます重

要になっていることから、父親が主体的に育児に携わることができるように父親対象の講座やワークシップ

等を開催するとともに、人と人とのつながりの希薄化による子育ての孤立化の解消を図るため、地域の子育

て支援団体とともに親自身の成長を促す講演会や自己啓発のためのセミナーを実施する。 

 

(6)  子どもを守る地域ネットワーク強化支援事業（こどもみらい課）  

   子どもを守る地域ネットワーク（市町村要保護児童対策地域協議会）を、より実効性のあるものにするため

に、構成員のネットワーク力の強化をはじめ、市町村のリーダーシップの強化、市町村の専門性の向上という

３層の取組により、「子どもを守る地域ネットワーク」の強化を図る。 

 

(7)  青森県子ども家庭支援センターの運営（こどもみらい課） 

  ①情報提供事業 

子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりの推進のため、子育て支援に関するホームページを運営し、子育て

啓発情報誌「あのね」（年２回（７月・１月）各 12,000 部）を発行している。 
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 ②活動支援事業 

手作りおもちゃ講習会（年３回）、地域子育て支援拠点事業関係者研修（年２回）をそれぞれ実施している。

また、子育てサークル、子育て支援団体の活動を支援するため、子育て団体活動支援事業（講師派遣事業）を

実施している。 

③学習・体験事業 

子育てと健やかな子どもの育ちを支援することを目的に、様々な体験を通じて親子のスキンシップを図ると

ともに、子育て支援関係者の資質の向上を目的に実技研修会を実施している。 

④普及啓発事業 

社会全体で子育てを支援することの重要性を学び合い、地域で活動している団体等に、活動内容の展示等に

よる交流の機会を提供し、ネットワーク作りを図ることを目的に子育て広場を実施している。 

⑤調査・研究事業 

平成 22 年度は、青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子育てプラン」（後期計画）の進行管理

に当たり必要な基礎データを把握するため、ワーク・ライフ・バランス関連調査を実施した。平成 23 年度は、

子育てで孤立しがちな母親のストレス発散や仲間づくりに効果があるといわれている子育てサークルの活動

の活発化・普及啓発を図るため、子育てサークルの所在及び活動状況等を調査し、リストを作成して配布する。 

    ⑥その他 

あおもり子育て応援わくわく店事業に関する事務局として協賛店舗等の申込受付、「わくわく店通信」の発

行（年２回）、ホームページの運営管理、広報活動などを実施している。 

 

(8)  親子に優しい街づくり推進事業（こどもみらい課） 

   県内外の親子が、県内の子育て支援サービスやあおもり子育て応援わくわく店サービスを利用して、安心し

て子育てができるよう、親子に優しい街マップ（モバイル版マップ）を作成・提供するとともに、地域の子育

て団体やボランティアを対象に親子に優しいサポーターズを養成する。また、あおもり子育て応援わくわく店

など親子に優しいお店を集めて周知を図るためのフェアを開催する。 

 

(9) 特色教育支援経費補助（預かり保育等）（総務学事課） 

私立学校における特色ある教育の推進を図る事業の一つとして、預かり保育及び子育て支援活動を行う私立

幼稚園を有する学校法人に対し、事業に要する経費について補助している。平成 22 年度は、預かり保育を行

う 101 園及び子育て支援活動を行う 77 園に対して補助した。 

平成 23 年度においても、当該事業に取り組む学校法人に対し補助を予定している。 

 

(10) 保育対策等促進事業等（こどもみらい課） 

働きながら子どもを育てるために多様な保育サービスの充実に努めており、平成 22 年度は次のとおり事業

を実施する市町村（中核市を除く）に補助している。 

・夕方の保育ニーズに対応する延長保育 302 カ所 

・一時的な保育ニーズに対応する一時預り事業 109 カ所 
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・就労形態の多様化に対応する特定保育２カ所 

・地域子育て支援拠点事業 83 カ所 

     ・日曜・休日の保育ニーズに対応する休日保育 69 カ所 

・子どもが病気の際の保育ニーズに対応する病児・病後児保育９カ所 

      平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

 (11) 保育所職員の資質の向上（こどもみらい課） 

    児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設、職員に対する研修会を行ったほか、関係団体等が行う保育所

職員研修会への支援を行っている。 

 

(12) 保育料軽減事業費補助（こどもみらい課） 

育児にかかる負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、保護

者等が現に扶養している３人目以降の子（平成 19 年度から３歳未満児に限る）にかかる保育料を軽減する事

業を実施する市町村に対して経費の助成を行っている。平成 22 年度は 40 市町村に対して助成した。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(13) 認可外保育施設児童対策事業（こどもみらい課） 

認可外保育施設に入所している児童の福祉の向上と子育て支援を図るため、入所児童の健康診断料や保育

材料に対する助成を行っている。平成 22 年度は 27 カ所に助成を行った。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(14) 保育所緊急整備事業（こどもみらい課） 

   平成 21 年度から平成 23 年度まで、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、子育て支

援対策臨時特例基金（安心こども基金）を財源とし、保育所の整備等の事業を実施する市町村に対し、経費の

助成を行う。 

 

(15) 児童相談所の運営（こどもみらい課） 

子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化し、児童相談所に寄せられる相談内容は複雑かつ困難なものにな

ってきていること、また、子どもへの虐待に関する相談件数が年々増加を続けていることから、児童相談所は

新たな対応を求められる状況となっている。このような状況を踏まえ、相談機能の一層の強化を図り、よりき

め細やかな対応を行うため、平成 14 年度には６児童相談所体制とし、さらに保健・医療・福祉サービスの総

合的・一体的な提供を図るため、保健所、地方福祉事務所を統合し、地域県民局地域健康福祉部となった。 

 

    (16) 地域子育て支援拠点関係者研修（子ども家庭支援センター） 

         地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の基盤づくりの強化を図るため、地域子育て支

援拠点関係者の資質向上のための研修及び連携強化のための情報交換を実施する。 
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  (17) 総合相談事業（子ども家庭支援センター） 

子どもと家庭に関わる悩み・問題の相談に応じ、早期に適切な援助を行い、家庭・地域における子育てを支

援するために、電話相談・面接相談に応じている。平成 22 年度は 280 件の相談件数があった。 

 

  (18) 主任児童委員研修（こどもみらい課） 

     主任児童委員を対象として、児童虐待問題や子育て家庭等を取り巻く現状の理解やその家庭に関わるための 

視点、手法の習得のための研修を行う。 

 

  (19) 相談に当たる職員の資質向上（こどもみらい課） 

     児童福祉司、児童心理司の資質向上を図るため、経験年数等のレベルに応じた研修を実施している。 

     また、県外研修により、児童虐待を受けた子どもやその家庭への支援、再統合への取組のための専門知識 

の向上、より効果的な技術の習得を図っている。 

 

    (20) 家庭教育相談事業（ふれあいテレホン）（生涯学習課） 

         家庭教育について、不安や悩みを持つ親等を対象に電話や面談、メールによる相談を行っている。 

     平成 22 年度は、497 件の相談があった。 

 

    (21) 働く女性医師等のための意欲の湧く環境整備事業（医療薬務課）（※平成 22 年度終了事業） 

  ①保育等相談窓口事業（県医師会へ委託） 

平成 21 年７月から、女性医師の保育に関する相談、託児施設に関する窓口の紹介、その他県内医療機関や

育児支援団体と連携した相談窓口紹介等を行い、平成 22 年度は３件の相談があった。 

  ②仕事と育児両立支援のためのシンポジウム開催 

医療機関の長、医師、医療機関関係者、市町村関係者等を対象に、女性医師等が勤務と出産・育児を両立す

るための意識啓発のシンポジウムを平成 22 年３月に開催した。 

  ③女性医師勤務サポートシステム構築 

女性医師が出産・育児しながら継続して勤務できるようなサポートシステム構築のため、平成 21 年度に「女

性医師勤務サポートシステム調査検討委員会」を１回開催し、短時間正規雇用や勤務交替促進についての検討

を行った。平成 22 年度は、その検討結果を基に、次年度に向けてモデル事業に関する調査を行った。 

  ④ネットワーク構築事業（県医師会へ委託） 

女性医師間、子育て中の医師間のネットワークを構築するため、平成 21 年度は女性医師・女子医学生等の

懇談会を２回開催した。（平成 22 年度は、震災の影響で開催中止） 

 

    (22) 医師の働きやすい環境づくり支援事業（医療薬務課） 

     医師に占める女性の割合は全国的に年々高まってきており、特に若い世代で割合が高く、29 歳以下の３割

以上が女性となっている。一方、深刻な医師不足による医師の過重勤務等により、女性医師が出産を機に離職

し復職が困難となるケースが多く、女性医師等の就労環境の改善が急務となっている。 
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     出産等で離職した女性医師が復職しやすく、また育児をしながら安心して勤務し続けられる環境を作ること

は、勤務医の増につながり、男性医師や他の同僚医師にとっても勤務しやすい環境づくりにつながることから、

県内自治体病院における医師の就労環境改善を支援し、医師の県内定着を図ることを目的とし、平成 23 年度

から、以下の事業を実施する。 

  ①医師相談窓口の運営（県医師会へ委託） 

     平成 21 年度に開設した「女性医師保育等相談窓口」の継続事業。相談内容を拡大し、保育情報だけでなく、

医師の柔軟な勤務形態に関する相談等についても受け付けるほか、弘前大学や県内各病院等を訪問して、この

窓口の周知活動も行い、相談窓口の積極的な活用を呼びかける。 

②勤務サポートシステムフォローアップ事業 

 女性医師勤務サポートシステム構築事業について、フォローアップを行う。 

③医師の働きやすい環境づくりシンポジウムの開催 

 医療機関の長や事務の長、医師、市町村人事担当者等を対象に、講演、モデル事業の事例発表、フォローア

ップ会議で検討された改善案の報告等をシンポジウム形式で実施することにより、柔軟な勤務形態に対する意

識啓発を図り、自治体病院における育児短時間勤務の積極的な利用や、多様な勤務形態が選択できる職場の雰

囲気づくりにつなげる。年１回の実施を予定。 

④臨床研修医セミナー等における育児関連制度説明 

 県内の臨床研修医が一堂に会するセミナーやワークショップにおいて、育児休業や育児短時間勤務制度等、

妊娠・出産・育児に関わる制度を説明し、制度への理解と将来的な活用を呼びかける。 

 

 (23) 周産期医療体制強化特別対策事業（医療薬務課） 

   弘前大学医学部に委託して、周産期医療従事者増加に係る調査研究を実施し、周産期医療分野への誘導研修

や女性医師のリタイア防止のための代替応援医師派遣コーディネートシステムの構築の研究等を行った。 

   平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

    (24) 周産期地域医療再生特別対策事業（医療薬務課） 

   総合周産期母子医療センター等に対し、周産期医療の一層の充実を図るため、本県周産期医療の特徴、改善

策等についての研究委託を実施した。 

   平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(25) 児童館・児童センターの計画的な整備（こどもみらい課） 

     児童の健全育成の推進を図るため、児童館等の施設整備費について助成を行っている。平成 22 年度は１カ

所に助成を行った。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(26) 母親クラブ活動費補助（こどもみらい課） 

家庭児童の健全な育成を図るため母親クラブが行う活動に対して、平成 22 年度は 103 クラブに助成を行っ 
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た。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(27) 放課後児童健全育成（こどもみらい課） 

昼間保護者が家庭にいない小学生低学年の児童等を対象に、健全な遊びと生活の場を提供する放課後児童

クラブを設置する市町村に対して助成を行っている。平成 22 年度は 29 市町村 209 カ所（中核市を除く。）に

助成した。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

    (28) 放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 

     すべての小学生を対象に安全・安心な居場所と地域の大人の参画による様々な体験活動を実施する放課後子 

ども教室を設置する市町村に対して助成を行っている。 

     平成 22 年度は、26 市町村 93 カ所（中核市を除く。）に助成した。 

     平成 23 年度は、25 市町村 93 カ所（中核市を除く。）に助成する。 

 

(29) 命を大切にする心を育む環境づくり普及啓発業務（青少年・男女共同参画課） 

青森県の次代を担う子どもたちが、命を大切にし、他人への思いやりを持ち、たくましく健やかに生きてい

けるよう、県民総ぐるみで育てていく環境を整えるため、「ひとつのいのち。みんなのだいじないのち。」をキ

ャッチフレーズに、「命を大切にする心を育む県民運動」を推進している。 

 

５ ひとり親家庭の生活安定と自立の促進 

(1) 母子家庭等就業・自立支援センターの活用（こどもみらい課） 

母子家庭の就業技能の習得により自立の促進を図るため、平成 22 年度はパソコン、ホームヘルパー２級課

程、調理師試験準備講習会等を実施し、70 人が受講した。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(2) 母子家庭・寡婦及び父子家庭介護人派遣事業（こどもみらい課） 

一時的に介護や保育を必要とする母子家庭や父子家庭等の世帯に対し、介護人を派遣し、必要な介護や保育

等を行った。 

平成 22 年度の延べ派遣回数は、母子家庭 60 回、父子家庭０回、寡婦０回であった。 

平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(3) ひとり親家庭等医療費助成事業（こどもみらい課） 

母子家庭、父子家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行った。 

平成 22 年度は延べ 49,299 人、354,457 件を対象に支給（市町村負担１／２）されており、対象者数、支給

額とも年々増加している。 
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(4) 母子寡婦福祉資金貸付（こどもみらい課） 

母子家庭・寡婦に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の

貸付を行っている。 

 

(5) 児童扶養手当の支給（こどもみらい課） 

父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進のため、昭和 37 年か

ら手当が支給されている。 

平成 14 年８月に国の制度改正により、これまで２段階だった手当額が、就労等により収入額が増えた場合、

手当を加えた総収入がなだらかに増えていくよう、細やかに決められることとなった。また、平成 14 年８月

から市部については各市が支給することとなった。 

平成 22 年８月から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることとなった。 

     

(6)  子育て男女再就職支援委託事業（青少年・男女共同参画課）（※平成 22 年度終了事業） 

     子育て等のために就労に制限のある母子家庭や父子家庭、また子育てのために離職した女性等が、就職のた

めに必要な知識と技能を身につけ、経済的に自立することを目的とした各種就職支援講座及び託児を、委託に

より実施した。 

 

(7) 子育て男女自立支援委託事業（青少年・男女共同参画課） 

子育て等のために就労に制限のある母子家庭や父子家庭、また子育てのために離職した女性等が、就職の

ために必要な知識と技能を身につけ、経済的に自立することを目的とした各種就職支援講座及び託児を、委託

により実施する。 

 

(8) 母子自立支援員による相談の実施（こどもみらい課） 

母子・父子家庭及び寡婦を対象に相談・就労指導等を行うため、平成 22 年度に母子自立支援員が受け付け

た相談件数は 8,106 件に上っている。 

 

(9)  母子自立支援プログラム策定事業（こどもみらい課） 

     母子家庭の母の就業・自立支援策として、各福祉事務所の母子自立支援員が母子自立支援プログラム策定

員の業務を兼務し、自立に意欲のある児童扶養手当受給者の相談に対して、自立支援計画書を作成し、併せて

母子家庭等就業・自立支援センター事業等の必要な説明や情報提供、連絡調整を行った。 

   平成 22 年度事業を実施した結果、相談受付件数は 33 件、うち自立支援計画書を作成した者５件、就業に

結びついた者は３名となっている。 

   平成 23 年度も引き続き、実施する。 
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重点目標６ 高齢者等が安心して暮らせる環境づくり 

 １ 高齢者に対する保健福祉の整備 

 (1) 各市町村老人福祉計画推進の支援（高齢福祉保険課）  

本格的な高齢社会に向けて、高齢者が健康で、経済的にも自立し、社会の一員として地域の中で安心して生

活できるような環境を整備するため、各市町村で策定した老人福祉計画（H21～23）の推進を支援していくこ

ととしている。 

 

(2) 高齢者サービス総合調整推進事業（高齢福祉保険課） 

高齢者の各種サービスの総合的な推進のための、保健、医療、福祉等の関係団体等との協調関係を樹立し、

市町村における高齢者サービス総合調整の推進を支援している。 

    

(3)  県老人福祉計画の推進等（高齢福祉保険課） 

   平成 21 年度から平成 23 年度を計画期間とした「あおもり高齢者すこやか自立プラン 2009（青森県老

人福祉計画・青森県介護保険事業支援計画）」において、「高齢者が生きがいを持って安んじて暮らせる

環境づくり」を目指し、生涯現役で活躍できる社会づくりの推進、地域生活支援体制の整備、介護予防

の取組、介護サービスの充実と質の確保に取り組んでいる。 

 

(4)  第５期介護保険事業支援計画の策定（高齢福祉保険課） 

     「あおもり高齢者すこやか自立プラン 2009（青森県老人福祉計画・青森県介護保険事業支援計画）」

は平成 21 年度から平成 23 年度までの計画期間となっているため、平成 24 年度から平成 26 年度までの

３年間を計画期間とする第５期介護保険事業支援計画を策定し、市町村が策定する介護保険事業計画の

推進を支援していくこととしている。 

 

(5) 介護保険事業支援計画の周知、市町村の体制整備の支援（高齢福祉保険課） 

介護保険サービスの円滑な利用を図るため、制度の趣旨・理念である在宅重視、自立支援、相互扶助とい

った制度に対する住民の理解が不可欠であることから、積極的な広報の取組を行うよう各市町村へ依頼し、県

としても広報啓発に努め支援している。 

    

(6) 介護保険事業支援計画の推進（高齢福祉保険課） 

高齢者が必要なときに適切なサービスを利用できる体制を整備するため、市町村では、平成 20 年度に、平

成 21 年度から３年間を計画期間とした「老人福祉計画・介護保険事業計画」を、また県では「あおもり高齢

者すこやか自立プラン 2009（青森県老人福祉計画・介護保険事業支援計画）」を策定している。今後とも、健

康づくりの推進を通じた介護予防の重視、在宅重視、さらにはサービスの効果的な使い方の追求と、サービ

ス自体の量の拡大から質の向上への転換が必要となっている。 
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(7) 介護保険事業適正化の推進（高齢福祉保険課） 

介護予防サービスの適切な実施を図るため、介護支援専門員の養成及び現任者に対する資質向上専門研修を

行うとともに、介護支援専門員に対する助言・指導等を行う、主任介護支援専門員の養成研修等を行っている。

また、市町村の介護給付費の適正化及び地域包括支援センター職員の知識・技能習得研修等により適切な運営

の支援を行っている。 

 

   (8) 青森県福祉人材センターの運営（健康福祉政策課） 

福祉人材無料職業紹介事業、社会福祉事業従事者に対する研修事業、福祉人材確保相談事業等を実施し、潜

在的マンパワーの掘り起こし、豊かな人間性を備えた資質の高い福祉人材の確保・養成を図っている。平成

22 年度は 463 件の職業紹介を行った。 

 

(9) 社会福祉関係職員の研修（健康福祉政策課） 

社会環境の変化に伴い、複雑多様化している県民の福祉ニーズに適切に対処するため、「人間性豊かで、専

門性と実践力を兼ね備えた社会福祉従事者の育成」に重点を置いた社会福祉研修を県立保健大学で体系的に実

施しており、時代の要請に対応できるような職員の育成と資質の向上を図っている。 

平成 22 年度は 22 種目の研修を実施し、1,650 人が受講した。 

平成 23 年度は 22 種目の研修実施を予定している。 

 

(10) 青森県介護実習・普及センター運営事業（高齢福祉保険課） 

県が社会福祉法人青森県社会福祉協議会に事業実施を委託している青森県介護実習・普及センターは、

高齢者介護の実習等を通じて、県民への介護知識及び介護技術の普及を図るとともに、「高齢社会は県

民全体で支えるもの」という考え方を広く県民に啓発する事業を実施するほか、介護機器（福祉用具）

の相談体制を整備し、その普及を図っている。 

 

 ２ 高齢者の生活安定と自立の促進 

(1) バリアフリーマップ運用管理事業（障害福祉課） 

県内の公共施設、公共交通機関、道路、公園等のバリアフリー化の実態調査した結果をホームページで公開

している。 

 

(2) シルバー人材センター育成援助事業（労政・能力開発課） 

シルバー人材センター事業の普及啓発及びシルバー人材センターの設置促進、各種講習会、研修会を実施

している青森県シルバー人材センター連合会に対し、事業費等を補助している。 

なお、シルバー人材センターの設置状況は、平成 23 年３月末現在で、広域センターを含めて 19 センター

（21 市町村）となっており、設置率は 52.5％となっている。 
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(3) 地域包括支援センターへの支援（高齢福祉保険課） 

在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族に対して、公正・中立な立場

から、①総合的相談支援、②虐待の早期発見・防止などの権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、

④介護予防ケアマネジメントという４つの機能を担う、地域の中核機関として、全市町村に 58 か所整備され

ている。 

 

(4) 老人クラブリーダーの養成（高齢福祉保険課） 

老人クラブは、老後の生活を健全で豊かなものにするため、教養の向上、健康づくり、レクリエーション及

び地域社会との交流を総合的に実施している。平成 22 年度の県内老人クラブの組織状況は、1,744 クラブ、

会員数 68,766 人となっている。 

また、青森県老人クラブ連合会では、老連健康福祉大学校を平成 22 年度に十和田市で開催したほか、高齢

者相互支援推進・啓発事業により、老人クラブリーダーである支援協力員に対して研修を行っている。 

 

３ 高齢者の社会参加の促進 

(1) 生涯現役社会づくり推進事業（高齢福祉保険課） 

平成 21 年度から、今後、急激な高齢化の要因である「団塊・ポスト団塊世代（約 12 万３千人）」等が生涯

にわたり元気で生きがいを持って生活できる社会基盤づくりを進めるため、「生涯現役社会づくりふれあい研

修会」の開催等により、県民への普及啓発を図るとともに、地域活動者の養成を図った。 

 

(2) 青森県長寿社会振興センター運営事業（高齢福祉保険課） 

青森県が社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団に事業実施を委託している青森県長寿社会振興センター

では、高齢者が長年培った豊かな知識と経験を発揮し、生涯を健康でかつ生きがいを持って社会活動を行っ

ていけるよう各種の事業を実施している。具体的には、高齢者の生きがいと健康づくり事業を中心に、文化・

スポーツイベント等の開催による高齢者の地域活動等を推進するための組織づくり事業、高齢者ラジオ放送

講座、高齢指導者養成研修会等による高齢者の社会活動振興のための指導者等育成事業、高齢者サークル活

動支援事業など仲間づくり支援事業等の諸事業を総合的に実施している。 

 

４ 障害のある人の生活安定と自立の促進 

(1) 障害者雇用の促進（労政・能力開発課） 

障害者の雇用の促進と安定を図るため、啓発、指導及び援助、その他障害者の雇用を円滑に進めるための

事業を実施している。 

     平成 22 年６月１日現在の青森県における民間の障害者雇用率は、全国平均を上回る 1.71％となっているも

のの、法定雇用率（1.80％）には及ばない状況が続いている。 

今後も法定雇用率の達成を目指し、さらなる障害者雇用の促進に努める。 
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(2) 盲女性家庭生活訓練事業の推進（障害福祉課） 

視覚障害者の女性に、家庭内での日常生活上必要とされることについて訓練・指導し生活文化の向上を図る

ため、県内４カ所で研修会を開催している。 

 

  (3) 障害者社会参加・就業支援セミナー（生涯学習課） 

社会参加や、就業にチャレンジする障害者の生活力向上を図るため、コミュニケーション能力形成や日常の

生活課題克服のための学習プログラムと地域におけるボランティア、就業体験活動機会を提供する。 

平成 22 年度は東青地区で実施した。受講者 17 人、体験活動参加者 13 人。 

平成 23 年度は三八地区で実施する。 

 

(4) 障害者社会参加推進センター運営事業（障害福祉課） 

   障害者の社会参加を推進するため、青森県身体障害者福祉センターねむのき会館に障害者社会参加推進セン

ターを設置している。また、青森県障害者社会参加推進協議会の設置・運営や、障害者１１０番運営事業等を

行っている。 

(5) 相談支援従事者研修事業（障害福祉課） 

   地域において相談支援に従事する者の資質の向上を図ることを目的として、相談支援従事者研修の開催及び

相談支援従事者指導者養成研修への派遣等を行っている。 

 

重点目標７ 青森県男女共同参画センターの充実 

 １ 情報提供、啓発・学習等の機能の充実 

センターは、情報機能、啓発・学習機能、交流機能、自主活動支援機能、相談機能、文化活動支援の６つの機

能に基づいた事業を体系的・総合的に推進している。 

 

(1) 情報事業 

    ①情報ライブラリーの整備・運営 

男女共同参画や女性、子育て関連の図書、資料、ビデオ等を整備し、それらの閲覧、貸出及びレファレン

スを行う。 

     【平成 22 年度実績】 

・平成 22 年度末蔵書等：図書 19,907 冊、ビデオ 707 本 

      ・図書カード登録者数：4,648 人 

      ・平成 22 年度の利用者カード登録者数：481 人 

      ・平成 22 年度貸出件数：図書 11,935 冊、ビデオ 1,711 本 

      ・相互貸出数：25 冊 

       ･レファレンス件数：54 件 

     【平成 23 年度実施計画】 

・平成 23 年度図書購入計画数：400 冊 
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②情報ライブラリーツアー 

 男女共同参画センター事業の連続講座の受講生が情報ライブラリーを見学することで、情報ライブラリー

の周知と利用者アップにつなげる。 

 

③情報ライブラリーニュースの発行 

テーマをもった特集及び関連の図書等を紹介するなどの情報を県民、市町村、関係機関等へ提供する。 

・年２回 Ａ４版４ページ 3,000 部発行 

 

    ④図書出前貸出 

市町村と共催で実施しているオープンカレッジなどの開催場所に出向き、講演の内容に沿った図書を展示

し、貸出を行った。なお、図書の返却場所については、借受者の利便性を考慮して開催地の図書館への返却

を可能とした。 

     平成 22 年度は５回実施。 

     平成 23 年度も実施する。 

 

    ⑤展示パネルの作成と貸出 

男女共同参画関連テーマに沿ったパネルを作成し、アピオあおもりで展示するとともに市町村や活動団体

に貸し出しをし、男女共同参画の啓発につなげる。 

     平成 22 年度は、３種類の展示パネルを新規に作成。貸出件数は９市町村等。 

     平成 23 年度も実施する。 

 

    ⑥ホームページの運営 

青森県男女共同参画センターのホームページ「クローバーネット」を作成・更新し、主催事業や図書等の

検索ができるようにするとともに、来館者が自由に県内市町村及び各都道府県の情報を検索できるパソコン

を設置している。 

    ・平成 22 年度アクセス件数：21,286 件（クローバーネット） 

 

    ⑦メールマガジンの発行 

青森県男女共同参画センターの情報や男女共同参画に関する情報をタイムリーな形で情報提供し、男女共

同参画の推進につなげる。また、市町村男女共同参画担当者に対して「メルマガ文庫」を発信し、業務に役

立つ図書等の情報提供を図る。 

 

  (2) 情報誌発行事業 

    ○啓発・情報誌「クローバーあおもり」発行 

     県民、関係機関、事業参加者、市町村などを対象に発行する。 
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 【平成 22 年度事業実施状況】 

     ・年２回、Ａ４版、12 ページ、１回あたり 7,000 部発行 

     ・主な掲載内容 

      特集「トップインタビュー  アピオあおもり 10 周年特別編 三村申吾青森県知事」 

特集「アピオあおもり 10 周年 国の第３次男女共同参画基本計画」 

One’s Life、トップインタビュー、男女共同参画トピックス、コラム等 

     【平成 23 年度実施計画】 

     ・年２回、Ａ４版、12 ページ、１回あたり 7,000 部発行 

 

  (3) パートナーセッションの開催 

     男女共同参画になじみの少なかった県民を多く呼び込むことにより、一人でも多くの男女が男女共同参画

の必要性を実感し、行動に移してもらうことを目的に講演会等を実施する。 

     平成 22 年度は 11 月 13 日実施。基調講演では「ワーク・ライフ・バランスがつくるこれからの社会～共

働きから共育てへ～」をテーマに、国際ジャーナリストの蟹瀬誠一さんからお話いただいた。また、企画委    

員会を設置し、登録団体によるワークショップや物販、近隣幼稚園児等の「みらいの絵画展」なども実施し、

性別年代を問わず多くの県民の方に参加いただいた。      

平成 23 年度は 11 月５日開催予定。 

 

(4) 活動団体パネル展示 

   11 月実施のパートナーセッションにおいて、アピオあおもり登録団体を中心に、男女共同参画社会の実現

を目指して活動している団体が、活動紹介や研究発表することで、団体間のネットワークづくりと県民への

啓発へとつなげていく。 

 

  (5) 活動支援事業 

男女共同参画社会づくりに取り組む団体・グループ等の活性化とリーダー育成を支援する。 
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表 80  「ステップアップ講座」実施状況                        （平成 22 年度） 

開催日時 テーマ 講   師 参加者 

５月 28 日（金） 

14:00～16:00 

「お金をかけずに大企業に負けないウェブ広報する

ための講座」 

～１日 1,000 アクセスを超えるためのウェブ広報・ホ

ームページ更新施策入門～ 

畠山 和也（株式会社ポ

ーラベア代表取締役） 
33 人 

６月 24 日（月） 

9:30～12:30 

実践！コミュニケーション講座 

「伝える＝伝わる話し方」 

藏元 礼子（青森公立大

学 教授） 
37 人 

12 月 27 日（金） 

10:00～12:00 

「今できないと思っていることができるようにな

る！」ウェブ広報講座 

～全国からたくさんのファン・お客さまを引き寄せる

ためのウェブ広報・経営施策フォローアップ～ 

畠山 和也（株式会社ポ

ーラベア代表取締役） 
20 人 

     

【平成 23 年度実施計画】 

・開催回数 ２回 

 

   (6) 啓発・学習事業 

①オープンカレッジ 

広く県民を対象に、男女共同参画社会の実現に向けて意識啓発を図る様々な講演会を開催し、学習機会を

提供している。 

また、センターから遠隔地に居住する県民に対しては、市町村との共催により出前で学習機会を提供して

いる。 

 

表 81 「オープンカレッジ」実施状況                                             （平成 22 年度） 

開催日時 講師 テーマ 
共  催 

市町村 
開催場所 

参加 

人数 

６月 27 日（日） 

13:30～15:30 

湯浅 誠 

ＮＰＯ法人 自立生活

サポートセンター・ 

もやい 事務局長 

なくそう 貧困・格差社会 － 

アピオあおもり 

イベントホール 

（青森市） 

225 人 

11 月３日（水） 

13:00～15:00 

林家 花丸 

落語家 

笑うイエには福来たる 

～人生しあわせに 

生きるコツ～ 

つがる市 松の館 160 人 
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12 月５日（日） 

10:30～12:15 

奥山 和広 

静岡県立掛川西 

高等学校副校長 

しあわせ社会を実現する 

子育て・親育ち 
おいらせ町 みなくる館 90 人 

12 月 10 日（土） 

19:00～20:30 

石塚 ゆかり 

青森大学 

経営学部講師 

話が伝わるシステム 黒石市 
スポカルイン 

黒石 
76 人 

２月 12 日（土） 

13:00～15:00 

笑福亭 松枝 

落語家 

楽しい人生へ ホップ・ 

ステップ・ジャンプ！ 

～人生まあるく生きる術～

南部町 剣吉公民館 97 人 

２月 19 日（土） 

13:00～15:00 

滝村 雅晴 

パパ料理研究家 

集まれ！子育て中のパパ＆

ママ！ パパごはんが 

家族を笑顔にする！ 

むつ市 
むつ 

来さまい館 
61 人 

                                             合計 709 人 

※「平成 22 年度オープンカレッジ市町村担当者懇談会」の実施 

      日時：平成 23 年３月４日（金）13:30～16:00 

           目的：今年度のオープンカレッジを振り返り、今後の事業のあり方及び課題を考察する。さらに、参加

者同士が情報交換し、親交を深める場を提供することで、当センターを中心とした地域間の更なる

ネットワーク化を図る。 

【平成 23 年度計画】 

      ・開催回数 ７回（うち５回は市町への出前講座） 

      ・募集人員 各 150 人 

 

②あおもりウィメンズアカデミー 

あおもりウィメンズアカデミーは、男女共同参画に関する様々な課題の解決に向けて問題意識を持って政

策・方針決定の場に参画し、即戦力として活躍できる女性人材の養成を目的としている。 

平成 22 年度は「農林水産業」「自然環境」の分野に重点をおいた講座を実施し、地方自治体の審議会等の

委員として活躍できる人材の育成を目指した。 
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表 82 「あおもりウィメンズアカデミー」実施状況                    （平成 22 年度） 

研 修 目 標 開催日時 講 座 ・ 講 師 

男女共同参画意識の涵養 

男女共同参画についての視点をもつ 

６月８日（火） 

10:00～12:00 

開講式・オリエンテーション 

「男女共同参画のこれから」 

青森県立保健大学 教授 佐藤 恵子 

実態把握 

青森県の施策について学ぶ 

６月８日（火） 

12:50～15:20 

「青森県の農林水産関連施策」 

青森県農林水産政策課  

総括主幹 船木 一人 

「青森県の環境関連施策」 

青森県環境政策課  

総括主幹 館 栄 

「ライブラリーツアー」 

情報ライブラリー職員 

専門知識の習得 

農林水産業について学ぶ 

６月 25 日（金） 

13:00～15:00 

「農産物の物流・販売戦略」 

弘前大学 教授 渋谷 長生 

７月 22 日（木） 

13:00～15:00 

「青森県の水産業」 

八戸大学 教授 服部 昭 

９月 14 日（火） 

10:00～12:00 

「人・もの・環境を最大限に生かす農山村女

性の起業活動」 

ＪＡ八戸 監事 佐野 房 

９月 14 日（火） 

13:00～15:00 

「農村社会と女性の参画」 

岩手県立大学 教授 吉野 英岐 

専門知識の習得 

自然環境について学ぶ 

 

６月 25 日（金） 

10:00～12:00 

「公開講座 身近なところから考える環境問

題 ～お洗濯の基本とエコへの取組～」 

ライオン株式会社 生活者行動研究所 

工藤 千草、小林 衣子 

７月９日（金） 

10:00～12:00 

「政策・方針決定の場への参画～環境問題～」 

青森大学 准教授 田村 早苗 

７月９日（金） 

13:00～15:00 

「リサイクル・循環型社会」 

ＮＰＯ法人循環型社会創造ネットワーク 

専務理事 福田 昭良 

７月 22 日（木） 

10:00～12:00 

「森林保全と地球温暖化防止」 

青森大学 准教授 田村 早苗 
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実態把握 交流 ８月 27 日（金）～ 

29 日（日） 

県外研修 

ヌエック研修 

課題解決に向けた実践 

コミュニケーション能力を高める 

10 月 28 日（木） 

13:00～16:00 

コミュニケーション講座（ディベート） 

青森公立大学 教授 藏元 礼子 

課題分析 

女性の社会活動キャリアについて学び、

ロールモデルを基に求められる人材・必

要な人材を明確にする 

12 月 11 日（土） 

13:00～16:00 

講義・ワークショップ「求められる人材は」

東京女子大学 教授 国広 陽子 

課題解決に向けた実践 

課題解決に向けた提言能力を身につける

１月 29 日（土） 

10:00～15:00 

グループワーク（政策提言） 

国立女性教育会館 小林 千枝子 

※プレ講座 

 

６月１日（火） 

8:30～18：00 

エネルギー・健康・農林・食に関する現地研

修ツアー（青森県消費者協会主催） 

東北町、六戸町、十和田市方面 

※公開講座 11 月 13 日（土） 

12:00～15:00 

「パートナーセッション 2010 秋」基調講演 

※修了式・ワークショップ ２月 18 日（金） 

13:30～15:30 

修了式・ワークショップ 

 

【平成 23 年度計画】 

 ・開催回数 17 講座 

 ・募集人員 15 人 

 

③経済的に困難な状況にある女性のためのパソコン講座 

母子家庭の母親やＤＶ被害を受けた女性、経済的に困難な女性を対象に、就業を目的としたパソコン講座

を実施し、女性たちが自立への第一歩を踏み出す支援を行った。 

・平成 22 年８月 23 日～９月５日 全５回 アピオあおもり 

     

④経済的に困難な女性のための就労応援フェア 

     ・平成 23 年９月 17 日（土） アピオあおもり 

 

    ⑤母親・父親のための就労応援プログラム 

     就職を希望している母子家庭・父子家庭の親及び子育て等のためにやむなく仕事を辞めた女性を対象に, 

パソコン技能の習得とマインドアップやヒューマンスキルを身に付ける研修を行い、併せて就職活動中の親

を対象に託児サービスを実施した。 
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・平成 23 年１月 11 日～３月 18 日 アピオあおもり 

 

    ⑥子育て男女自立支援事業 

     育児等の理由により就職活動や就労条件に制約がある母子家庭や父子家庭、育児等のためにやむなく仕事

を辞めた女性が、就職のために必要な知識と技能を身に付け、経済的な自立を図ることを目的として、パソ

コン技能の習得とマインドアップやヒューマンスキルを身に付ける研修を実施する。 

        ・平成 23 年８月～12 月 青森市、弘前市、八戸市の３市 

 

⑦アピオあおもり“しごと”プログラム 

【平成 22 年度実施状況】 

○大学生の将来設計プロジェクト 

大学のキャリア教育及び地域振興教育の一環として、県内の大学と連携し、大学生が社会の現状や多

様な価値観を知り、自分の目指す生き方を見出すことを目的とした各講座を実施した。 

     

表 83 「大学生の将来設計プロジェクト」実施状況                    （平成 22 年度） 

大学名 講座名／開催日 講  師 参加人数 

青森公

立大学 

第１回目：「仕事もプライベートも大切

にできる！あなたが輝く働き方」 

平成 22 年６月５日（土） 

竹信 三恵子（朝日新聞社本社 編集委員） 23 人 

第２回目：「カラダ情報！知っているだ

けでいざというときに役立つ～これか

らのライフイベントを健康でハッピー

に迎えるために～ 

平成 22 年６月 19 日（土） 

○パネリスト 

平岡 友良（あおもり協立病院副院長） 

広瀬 美貴（国土交通省東北地方整備局青森営繕事務所係長） 

工藤 倫子（キャリアカウンセラー、CDA 養成講座インストラクター）

○コーディネーター 

 小山内 世喜子（青森県男女共同参画センター副館長） 

25 人 

青森中

央学院

大 学 

「就活前に知って得する 労働のリア

ル」 

平成 22 年７月２日（金） 

伊田 広行（立命館大学 非常勤講師） 90 人 

    

   ○カタリバ 

女子大生が、様々な仕事で活躍する先輩女性から、仕事内容や会社の様子、家庭生活との両立などの

話を聞き、将来の指針を探し出すきっかけを作ることを目的とした講座を実施した。 
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表 84 「カタリバ」実施状況                             （平成 22 年度） 

開催日時 講座名 講  師 参加人数 

７月 10 日（土） 

10:30～12:30 

カタリバ Part１ 

「就活の極意と Work＆Life」 

○パネリスト 

前田 明乃（三井住友海上保険株式会社 青森支店）

小笠原 加奈（株式会社藤本建設） 

５人 

７月 31 日（土） 

13:30～15:30 

カタリバ Part２ 

「ちょこっと相談会＆しゃべり

場」 

○パネリスト 

 内海 智秋（みちのく銀行 黒石支店） 

長岡 るみ子（青森県キャリアコンサルティング協会）

７人 

 

○学生のライフプランニング支援に関する調査 

長期的な視点に立ったライフプランニングができる人間形成を目指し、現在の大学生のジェンダー意

識や自分自身のライフプランについてどのように考え、行動しているかなどの意識調査を行った。 

・対象者 県内６大学の１～４年生 

・回収数 426 人 

 

【平成 23 年度実施計画】 

○アピオあおもり“しごと”プログラム 

・平成 23 年７月 22 日（金） 青森中央学院大学 

      ○大学生のためのライフプランニングに関する意識調査報告会 

・      ・平成 23 年 10 月   独立行政法人国立女性教育会館 

 

⑧乳がん検診啓発事業 

 性別役割分担意識から自分の健康を二の次と考えてしまい、定期健診の受診や、具合が悪くても病院に行

くことを躊躇してしまいがちな女性に対し、「自分のからだは自分で守ろう」というメッセージを伝えるこ

とを目的としたトークショーなど、各種イベントを実施した。 

・実施時期 平成 22 年８月７日（土） 

・トークショーテーマ 「見つめよう 大切な自分の命」～明日が来ることの奇跡～ 

・その他 映画「余命 1 ヶ月の花嫁」無料特別上映会、ねぶた祭りでの啓発活動等 

        

⑨しあわせ未来予想図 

 結婚や出産などでライフスタイルが大きく変化することによりモヤモヤしたこころを、参加者同士で互い

の気持ちを話し合い、自分と周囲との関係を見つめながら自分らしい生き方を探し、自分の可能性を再発見

することを目的としたワークショップを開催する。 
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⑩女性のキャリア支援 

 平成 23 年度は、「女性のヘルス＆キャリア」をテーマとしたセミナーを開催する。 

 

  (7) 相談事業 

男女共同参画の視点に立って、様々な悩みや問題に応える総合的な相談窓口として、情報提供及び相談者

が自らの力で解決できるよう、支援を行う。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づく配偶者暴力相談

支援センターとしての業務を行っている。 

①相談事業 

平成22年度の相談受付件数は1,274件あり、そのうちセンターの相談員による電話相談・一般相談が1,224

件、弁護士や医師による専門相談は 50 件であった。 

主訴別では、こころの問題が 852 件と多く、次いで夫婦関係の悩みが 161 件と目立っている。年代別では、 

40 代の相談が 697 件と多い。 

また、ＤＶの相談件数は全体の相談件数の中の 117 件となっている。 

 

【平成 22 年度実施状況】 

・相談受付状況（H22.４～H23.３） 

 

表 85 主訴別受付区分別件数                            （平成 22 年度） 

主 訴 

受 付 区 分 

合  計 
電話相談 

面接相談 
文書相談 

 一般相談 専門相談 

生き方 1  1 

こころ 839(8) 13(2) 11(2) 2 852(10) 

からだ 7(1) 4 4 11(1) 

仕事上の悩み 17 1 1  18 

夫婦関係の悩み 95(40) 66(38) 35(22) 31(16) 161(78) 

親子・家庭の悩み 49(1) 18(2) 8(1) 10(1) 67(3) 

人間関係の悩み 32(2) 10(4) 5(4) 5  42(6) 

性・性的被害 1  1 

暮らし 11 3 2 1  14 

暴力・虐待 3(1) 1 1  4(1) 

その他 88(16) 15(2)        14(2) 1  103(18) 

合 計 1,143(69) 131(48) 81(31) 50(17) 1,274(117) 

※（  ）内はＤＶケース相談件数 
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表 86 主訴別年代別件数                               （平成 22 年度） 

主 訴 

～
10
代 

20 

代 

30 

代 

40 

代 

50 

代 

60 

代 

70
代
～ 

不 

明 

計 

生き方  1 1 

こころ 116 626(9) 27 31 52(1) 852(10) 

からだ 2 1 2 1 5(1) 11(1) 

仕事上の悩み 3 7 1 7 18 

夫婦関係の悩み 10(5) 46(25) 32(14) 19(12) 8(5) 5(3) 41(14) 161(78) 

親子・家庭の悩み 1 7  13 12(3) 11 3 20 67(3) 

人間関係の悩み 4 9(4) 7(1) 5 2 15(1) 42(6) 

性・性的被害 1 1 

暮らし 2 3 1 2 1 5 14 

暴力・虐待 2(1) 1 1 4(1) 

その他 4(3) 8(3) 14(8) 4(1) 3 1 69(3) 103(18) 

合 計 22(8) 200(33) 697(32) 72(16) 59(5) 10(3) 214(20) 1,274(117) 

                              ※（  ）内はＤＶケース相談件数 

 

表 87 地区別受付件数                                （平成 22 年度） 

東青 西北五 中弘南黒 上十三 むつ下北 三八 他都道府県 不 明 計 

600(81) 15 477(9) 15(6) 2(2) 49(7) 5(1) 111(11) 1,274(117) 

※（  ）内はＤＶケース相談件数 

 【平成 23 年度実施計画】 

    ・一般相談   水曜日及び年末年始を除く毎日 9:00～16:00 

            相談員３人（１日２人勤務） 

    ・専門相談 

「法律相談」 月２回 専門相談員（弁護士２人） 

      「心の相談」 月１回 専門相談員（臨床心理士１人） 

 

     ②ミニ講座 

 離婚の相談が多く寄せられる中、正しい法的知識を身につけることで、離婚に際し社会的に弱い立場の女

性の自立を支援するため、「知っておきたい『離婚のお金事情』～貧乏にならない為のルールと知識～」を

テーマに、講座を実施した。（平成 22 年９月 30 日（木） 講師：岩谷 直子弁護士） 

平成 23 年度も、離婚を考える人に役立つ講座を実施する。 

 

③ＤＶ被害者支援担当者講座 

市町村のＤＶ被害者支援担当者及び相談員、官民の関係機関等が、共通の認識を基にＤＶ被害者を支援で

きるよう、関係機関の相互連携やネットワークづくり、スキルアップを目的とした研修会を実施。 
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    【平成 22 年度実績】 

○配偶者からの暴力被害者支援職務関係者研修会 

・平成 22 年 12 月３日（金）  

       ・講師 川喜田 好恵（大阪府立男女共同参画・青少年センター カウンセラー） 

       ・参加者 38 人 

     ○ＤＶ被害者支援のための相談員研修会 

      ・平成 23 年２月５日（土）、６日（日） 

・講師 ステファニー・カピク（カナダブリティッシュコロンビア州ビクトリア暴力根絶協会理事） 

・参加者 25 名 

 

  (8)  文化・活動支援事業 

     ビデオ上映会を通して男女共同参画の意識の啓発を図り、また、ワークショップやアンケートを通じて、

自分の考えを表現し他者の意見を聞くことで、自らの生き方を考える機会や「気づき」の体験を提供してい

る。 

      【平成 22 年度実績】 

        ・開催回数：年７回 

       ・参加人数：のべ 420 名 

      【平成 23 年度実施計画】 

       ・開催回数：年６回 

       ・募集人数：各 50 名 

 

２ 市町村や国、各都道府県の女性センターなどの関係機関との連携 

(1) 市町村や国、各都道府県の情報 

市町村や国、各都道府県の情報をホームページに積極的に取り入れるとともにホームページ、メルマ 

ガ等で情報提供している。 

 

(2) 市町村男女共同参画情報ネット事業 

 男女共同参画センターがコーディネーター役となり、男女共同参画に関する市町村間における情報交 

換を活性化し、相互協力の可能性を拡大する。 

 

(3) 市町村担当者情報交換会 

男女共同参画に関する取組について、各市町村が抱える課題を洗い出し、情報交換する中でその解決策を 

見出す機会とする。また市町村間及び当センターとのネットワークの構築につなげる。 

平成 22 年度は 21 名が参加し、秋田県潟上市職員の飯嶋 弥生氏を講師に迎え、「庁内連携の推進～男女共

同参画視点の主流化に向けて～」をテーマに講演いただき、続く情報交換会では「市町村民と行政の協働に

ついて」をテーマに話し合った。 
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平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

(4) アピオあおもり見学会 

 県内の団体や市町村の推進員等の方を対象に、アピオあおもりに来館していただき、男女共同参画ミニ講

座と館内見学等を組み合わせ、アピオあおもりの活用及び男女共同参画・子育て支援の啓発につなげる。 

 平成 22 年度は２団体、23 名が参加した。 

 平成 23 年度も引き続き、実施する。 

 

  (5) 市町村出前講座 

     青森県男女共同参画センター職員が市町村（年間３市町村まで）に赴き、「セクシュアル・ハラスメント」

「パワーハラスメント」「行政施策に男女共同参画の視点を」のいずれかのテーマで出前講座を行う。市町

村職員に男女共同参画の視点を持っていただき、施策に活かしていただく。 

         平成 22 年度は東北町役場職員及び町民 50 名を対象に「セクシュアル・ハラスメント／パワーハラスメン

ト」をテーマに実施。 

     平成 23 年度も引き続き、実施する。 
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基本目標Ⅲ 男女の人権が推進・擁護される社会の形成 
 

 

重点目標８ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 １ 女性に対する暴力の根絶のための環境づくり 

(1) ハートフル・コミュニケーション推進事業（こどもみらい課） 

   平成 22 年度は、中学生を対象として、県内６中学校において暴力予防啓発セミナーを実施し、将来、暴力及び

ＤＶの加害者にも被害者にもならない良好なコミュニケーションについて学ぶ機会を提供した。 

   平成 23 年度は、引き続き中学生を対象として、暴力予防啓発セミナーを実施し、良好なコミュニケーションに

ついて学ぶ機会を提供する。 

 

(2) ＤＶ防止広報事業（こどもみらい課） 

ＤＶ防止リーフレット等を平成 22 年度においても引き続き作成・配布し、計画の周知とＤＶ防止について県民

への普及啓発に努めた。 

     平成 23 年度は、引き続きＤＶ防止リーフレット等を作成・配布し、ＤＶ防止について県民の正しい理解の普及

に努める。 

 

(3)  ＤＶ予防啓発事業（こどもみらい課） 

   ＤＶについての正しい理解の普及を図るため、高校生や大学生を対象として、デートＤＶ予防の講座を実施する

とともに、ＤＶ被害者の早期発見、円滑な支援に結びつけるため、医療機関向けＤＶ対応マニュアルを作成する。 

 

(4) 有害図書等点検・立入調査事業（青少年・男女共同参画課） 

青森県青少年健全育成条例に基づき青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等の指定と自動販売機

等に収納されている図書類等の点検を行っている。 

 

  (5) 高齢者虐待防止対策事業（高齢福祉保険課） 

       高齢者虐待の事例を通して、対処方法や防止策等を学ぶ研修会を開催するほか、高齢者虐待の防止について広く

県民に普及啓発を図っていく。 

 

 

２ 被害者の救済と支援 

(1)  女性相談所などでの緊急一時保護体制の整備（こどもみらい課） 

   ＤＶ被害者及び家庭環境の破綻など、現に保護・援助を必要とすると認められる者について、一時保護・援助を

行っている。 

 

(2)  相談等に携わる職員の研修（こどもみらい課） 

     配偶者暴力相談支援センターにおいてＤＶ被害者の相談に対応する職員や一時保護職員の資質の向上を図るた
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めの研修を実施する。 

 

(3)  犯罪被害者支援事業（教養課） 

警察では、関係機関・団体との連携を強化し、社会全体で被害者支援を推進するため、青森県被害者支援連絡協議

会及び幹事会を開催し、情報交換や情報共有を図っているとともに、公益社団法人あおもり被害者支援センターと連

携した被害者支援活動を展開している。 

また、被害者等の精神的・経済的被害を軽減するため、診断書料等の県費負担、女性職員の被害者支援要員による

被害者への付き添い、情報提供等を実施しているほか、警察職員である臨床心理士によるカウンセリング、女性警察

官が相談に応じる女性被害相談所・性犯罪被害110番の設置などで被害者支援体制及び制度の充実を図っている。（相

談窓口はP204参照） 

平成 23 年度は、これまでの被害者支援施策を継続するとともに、性犯罪事件等において被害者が捜査員の不適切

な言動等により受ける二次被害を防止し、被害者の精神的打撃を緩和するための各種研修会を行うこととしているほ

か、被害者支援の重要性等について理解を深めるとともに、犯罪を犯してはならないという規範意識の向上や被害者

を支える気運を醸成することを目的として「被害者に優しい街づくり」事業を実施することとしている。 

 

(4) ストーカー対策事業（生活安全企画課） 

警察では、平成 12 年の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の施行に伴い、被害者の平穏な生活を害し、

多大な不安をもたらすストーカー行為の相談受理体制の充実に努めている。 

     ストーカー事案は、相手方に不安を覚えさせるだけでなく、次第にその行為がエスカレートし、ひいては殺人、

傷害等の凶悪な犯罪に発展するおそれが強いため、初期段階における迅速かつ適切な対応が望まれることから、県

警ホームページ、広報紙、県広報タイムなどの活用により積極的な広報活動を実施し、早期相談を呼びかけている。 

     相談に対しては、被害者の身近な安全を第一に考え、被害者の意思を踏まえた各種法令の適用、個々の事案に即

した防犯指導、防犯機材の貸し出し等の援助、被害者に対する継続的な保護対策等を実施している。 

   また、毎年、ストーカー・ＤＶ担当警察職員を対象とした研修会を開催し、相談対応能力の向上を図るとともに、

警察署等に女性アドバイザーを配置して、ストーカー・ＤＶ相談等の女性対象暴力相談に対する体制を整備している。 

 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの運営（こどもみらい課） 

女性相談所、６カ所の地域県民局地域健康福祉部福祉総室・福祉こども総室、青森県男女共同参画センターの合計

８カ所で、配偶者暴力相談支援センターの業務として、電話や面接によるＤＶ被害者からの相談に応じ、一時保護、

情報提供等必要な支援を行った。また、女性相談所に 24 時間フリーダイヤルで受け付けする「ＤＶホットライン」

を設置し、ＤＶ被害者を発見した方からの通報や緊急相談を受けた。（相談窓口はP201参照） 

 

(6)  ＤＶ被害者支援事業（こどもみらい課） 

一時保護を受けているＤＶ被害者や母子生活支援施設入居者等が、施設を退所後の自立を支援するため、退所後身

元保証人を確保できない場合、施設長等が被保険者（身元保証人）として契約した損害保険料に対して補助する。（Ｄ

Ｖ被害者等身元保証人対策事業費） 
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(7)  ＤＶ被害者自立支援強化事業（こどもみらい課） 

   ＤＶ被害者の保護及び自立支援の強化を図るため、民間団体が設置するシェルターの運営や支援に携わるボランテ

ィアの養成等に要する経費に対して補助する。 

 

重点目標９ メディアにおける男女共同参画の推進 

 １ メディアを活用した男女共同参画の推進 

(1)  男女共同参画週間ラジオ広報（青少年・男女共同参画課） 

   男女共同参画週間に合わせ、男女共同参画に対しての県民の関心を高めるため、ラジオ広報を実施する。 

 

(2) いきいき男女共同参画社会づくり事業（新聞企画広告）（青少年・男女共同参画課） 

     地元紙において、男女共同参画に関する普及啓発を内容とする新聞広告を実施する。 

 

２ 行政が作成する広報・刊行物等における性差別につながらない表現の促進 

○ 公的広報表現ガイドライン（青少年・男女共同参画課） 

   （P57 第１部第３章第２節  「２ 行政の作成する広報・刊行物等における性にとらわれない表現の促進」参照） 

 

重点目標10 生涯を通じた男女の健康支援 

 １ 生涯を通じた女性の健康支援 

 (1)  生活習慣病対策の推進（がん・生活習慣病対策課） 

   生活習慣病の予防のため、喫煙防止や肥満予防などの対策を実施している。特に、子どものために意識変容する親

が多いことから、親子をターゲットに母親の再喫煙防止や歩育等、親子で実施できる運動プログラムの普及を図って

いる。 

 

 (2)  特定健診・特定保健指導の推進（高齢福祉保険課） 

     平成20年度から、生活習慣病を予防するための新しい健診制度である特定健康診査・特定保健指導を行っている。

市町村に対し、特定健康診査等に要する費用の一部を負担するとともに、取組が効率的かつ効果的に実施される 

よう支援している。 

 

(3)  定期健康診断等の実施（スポーツ健康課） 

   健康診断は児童生徒及び職員の健康の保持増進、学校教育の円滑な実施及びその成果を確保することを目的として

実施している。 

   健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図るという教育の目標を踏まえ、子ども

の教育を円滑に行うための保健管理を行うとともに、子どもが一連の健康診断行事を通して、自分の成長を知り、生

涯にわたる健康の保持増進のために必要な実践力を育成できるよう努めていく。 
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(4)  スポーツ活動の機会の充実（スポーツ健康課） 

  （P61 第１部第３章第３節３「(1) スポーツ活動の機会充実」 参照） 

 

(5)  スポーツ指導者の資質の向上（スポーツ健康課） 

（P61～62 第１部第３章第３節３「(2) スポーツ指導者の資質の向上」参照） 

 

(6) エイズに関する教職員研修の実施（スポーツ健康課） 

人間尊重の精神を基盤として、児童生徒の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、児童生

徒が健全な異性感を持ち、これに基づいた望ましい行動が取れるようにすること、エイズを含めた性感染症に関する

正しい知識を与え、その予防方法を理解させるとともに、エイズによる偏見・差別を払拭することを目的とする性教

育・エイズ教育の一層の充実を図るため、保健・安全教育研修講座に、性教育・エイズ教育の内容の講義を入れ、指

導者の資質向上に努めた。 

平成23年度においても、保健・安全教育研修講座を実施し、指導者の資質の向上に努める。 

 

表88 保健・安全研修講座                                  （平成22年度） 

事  業  名 全体参加者数（人） 女性参加者数（人） 男性参加者数（人） 

保健・安全教育研修講座 36人 26人（72.2%） 10人（27.8%） 

資料：スポーツ健康課 

 

(7) 薬物乱用防止に関する教職員研修の実施（スポーツ健康課） 

近年、青少年の薬物乱用が大きな社会問題となっていることから、学校教育における薬物乱用防止教育の一層の充

実を図るため、学校の教員等を対象に薬物乱用防止教育研修会を実施し、指導者の資質の向上に努めた。 

    平成 23 年度においても小学校・中学校及び高等学校の教職員、学校薬剤師を対象とした薬物乱用防止教育研修会

を実施し、指導者の資質の向上に努める。 

 

表89 薬物乱用防止教育研修会                                 （平成22年度） 

事  業  名 全体参加者数（人） 女性参加者数（人） 男性参加者数（人） 

薬物乱用防止教育研修会 313人 126人(40.3%) 187人(59.7%) 

                                            資料：スポーツ健康課 

 

２ 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 

  (1)  親子の喫煙対策推進事業（がん・生活習慣病対策課） 

     妊娠・出産のため禁煙した親が再び喫煙しないよう、研修会の開催やリーフレット等を作成・配布し、新生児訪問

を通じた適切な指導をする体制を整備している。 
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  (2)  妊産婦の健康支援（こどもみらい課） 

     青森県医師会の協力を得て作成した「妊婦連絡票」により、妊婦に対し妊娠初期に保健指導を行っている。また、

ハイリスク妊産婦については、「要訪問指導妊産婦連絡票」が医療機関から提出され、保健と医療の連携により、妊

産婦に対する支援を行っている。 

 

(3)  妊娠・出産への理解の啓発（こどもみらい課） 

若年からの健康づくりの重要性や、妊娠・出産への啓発のためのリーフレット・パンフレットを作成し、県内産

科医療機関や学校等を通じて妊婦・若年者へ情報提供を行っている。また、ホームページにおいて、妊娠、出産、

子育てに関する情報提供を行っている。 

 

(4) 母子の保健指導及び相談事業（こどもみらい課） 

女性が安心して子どもを産み、育てるための保健指導として、未熟児訪問指導、療育相談、長期療養児療育相談指

導などを実施している。 

 

(5)  特定不妊治療費助成事業（こどもみらい課） 

平成 17 年度から特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため治療費

の一部を助成する青森県特定不妊治療費助成事業を実施している。 

なお、平成19年度からは、１回の治療につき10万円まで、１年度当たり２回までを限度に助成している。 

平成21年度は助成額を１回の治療につき15万円までに拡充し、実施している。 

また、平成23年度からは、１年目は年３回まで対象回数を拡大した。 

 

表90  特定不妊治療費助成事業実施状況        

 助成件数 体外受精 顕微授精 凍結胚移植 

平成20年度 370件 135件 106件 81件 

平成21年度 432件 153件 116件 108件 

平成22年度 464件 166件 125件 90件 

                                                   資料：こどもみらい課 

 

(6) 乳幼児はつらつ育成事業（こどもみらい課） 

乳幼児に対し、速やかな診療、治療の機会を与えること等を目的に、市町村が実施する乳幼児医療費給付事業に対

し、補助を行っている。平成21年度の給付件数は、680,768件であった。 

・対象年齢   0歳児～小学校未就学児童 

・一部負担   入院一日当たり500円（４歳～小学校未就学児童） 

           通院一日当たり1,500円（同上） 

なお、平成20年10月診療分からは、通院の対象年齢を３歳までから小学校未就学までに拡充した。 
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(7) 妊婦健康診査公費負担拡充分への助成（こどもみらい課） 

国の平成20年度第２次補正予算により、市町村が実施する妊婦健康診査の公費負担回数を14回に拡充することと

し、市町村が公費負担により実施する妊婦健康診査に要する経費に対して助成している。 

平成21年４月１日からは、全市町村で14回の公費負担を実施している。 

○対象 対象者1人ごとの妊婦健康診査に要する経費のうち定めた回の健診９回分の経費 

 

(8) 妊産婦情報共有システム構築事業（こどもみらい課） 

望まない妊娠対策、高リスク妊婦対策として、保健医療の情報共有の充実を念頭においた妊産婦情報共有システ

ムの再構築を図る。 

 

３ 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の普及 

(1) 不妊専門相談センター事業（こどもみらい課） 

   不妊に悩む男女に不妊治療等の正しい情報や最新の治療方法を紹介し、安全な妊娠、出産を支援するため、専門機

関による不妊治療等の相談窓口を開設している。 

  ・対象者   不妊に悩む夫婦等 

  ・開設場所 弘前大学医学部附属病院 

  ・開設回数 月３回 

  ・相談件数 平成22年度:28件（面接相談13件、メール相談15件） 

 

(2) 性に関する指導（スポーツ健康課） 

県内６地区に学校医として産婦人科医を配置し、生徒・教職員及び保護者等に対し各校の実態にあわせて性に関す

る指導等の推進を図っている。 

生徒に対して、人間尊重、男女平等等の精神の徹底を図るとともに、人間の性に関する基礎的・基本的事項を正し

く理解させ、人間関係や現在及び将来の生活において直面する性に関する諸問題に対して、適切な意志決定や行動選

択ができるように指導の充実を図っている。 

平成22年度は県立学校延べ73校に対して「思春期のこころとからだ」などの内容で指導を実施した。 

 

(3) 性に関するセミナーの実施（スポーツ健康課） 

児童生徒に対し、性に関する正しい判断力と適切に判断する能力を身につけさせ、性を人間としての在り方、生き

方として捉えるなど、幅広い視野にたった指導が必要なことから、性（命をはぐくむ）教育の指導の中心的立場にあ

る教員等を対象とした研修会を開催し、指導者の資質の向上に努めた。 

平成 23 年度においても小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員、保護者、関係機関職員及び学校医

等を対象とした性に関するセミナーを実施し、指導者の資質の向上に努める。 
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表91 性に関するセミナー参加状況                                         （平成22年度） 

全体参加者数 女性参加者数 男性参加者数 

132人 119人(90.2%) 13人(9.8%) 

                                                      資料：スポーツ健康課 

   

(4) 性に関する教育普及推進事業（スポーツ健康課） 

   児童生徒の発達段階を踏まえない性教育が実施されている学校があることが指摘されており、学校における性教育、

特に一斉指導する場合の基本的な考え方が十分に理解されていない状況にあることから、小・中・高等学校の全教職

員等を対象とした性に関する教育の基本的な考え方、指導上の留意点等に関する研修会を行っている。 

平成22年度は52名（うち女性35名（67.3%））が参加した。 

また、性に関する教育普及推進委員会を設置し、発達段階に応じた学校における性に関する教育の考え方、進め方

について協議・検討している。 

 

４ 男性の健康問題への対応 

  (1)  喫煙対策推進事業（がん・生活習慣病対策課） 

     喫煙は、肺がんや虚血性心疾患など多くの疾患の危険因子であり、また、喫煙者だけでなく、周囲の非喫煙者にも

健康被害を及ぼすことから、喫煙対策は生活習慣病を予防する上で重要な対策となっている。 

     そこで、未成年者、事業所等を対象とした防煙教室や禁煙教室、地域住民、学校保健関係者等を対象とした研修会

等を開催し、喫煙に関する知識の普及啓発を図っている。 

 

(2) 地域自殺対策力強化事業（旧自殺対策のための地域力支援事業）（障害福祉課） 

 ・ボランティア・民間団体活動交流会  県本庁等 

 ・ゲートキーパー育成事業       青森県医師会、青森県介護支援専門員協会委託 

 ・ボランティア・民間団体活動支援事業 ６保健所で実施 

 ・自殺対策ネットワーク構築事業    ６保健所で実施 

 

(3) 自殺対策緊急強化事業（障害福祉課） 

     地域における自殺対策力の強化を図るために「地域自殺対策緊急強化基金」（内閣府）を造成し、地域における自

殺対策力の強化を図る事業を実施する。 
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表92 自殺対策緊急強化事業名一覧 

メニュー 22年度事業 23年度事業 実 施 機 関 

対面型相談 

弁護士・司法書士による法律相談 弁護士・司法書士による法律相談 県本庁 

相談窓口担当者会議 相談窓口担当者会議 県本庁 

ハローワークにおける対面型相談支

援事業 

－ 
県本庁 

電話相談 民間団体による電話相談事業の支援 民間団体による電話相談事業の支援 県本庁 

人材育成 

「地域特性を踏まえた自殺対策力」強

化事業 

「地域特性を踏まえた自殺対策力」強

化事業 

保健所 

精神保健福祉センター 

ゲートキーパー育成事業 － 県本庁 

自殺対策研修 － 精神保健福祉センター 

北東北民間団体交流会事業費補助 － 県本庁 

－ 市町村自殺対策担当課長のための自

殺対策塾 
県本庁 

－ 自殺対策ネットワーク強化事業 保健所 

普及啓発 世界自殺予防デーフォーラム 世界自殺予防デーフォーラム 県本庁 

強化事業 

自殺防止演劇キャラバン 自殺防止演劇キャラバン 県本庁 

うつ病以外の精神疾患等対策事業 うつ病以外の精神疾患等対策事業 県本庁、保健所 

心の健康関連研修会 心の健康関連研修会 県本庁 

－ 自殺防止対策取組検証事業 県本庁 

市町村補助 33市町村に補助 35市町村に補助 県本庁 

うつ病に対する医療

等支援体制強化事業 

医療関係者への研修会 医療関係者への研修会 県本庁 

－ 精神科医と一般かかりつけ医の連携

強化のための連絡会 
保健所 
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基本目標Ⅳ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 
 

 
重点目標 11 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

１ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し 

  （P82～83 第２部第１章「第１節 県の推進体制の充実」参照） 

 

○ 国及び都道府県等関係機関との連携強化（青少年・男女共同参画課） 

国主催の全国担当課長会議やブロック会議、国との共催で各都道府県が開催しているフォーラムや男女共同

参画宣言都市サミットへの参加など最新情報を得ながら、本県施策に反映させている。 

また、新あおもり男女共同参画プラン 21 には、特に北東北３県との情報交換や連携について盛り込まれてい

る。 

 

 ２ 理解促進活動の充実・強化 

(1)  いきいき男女共同参画社会づくり事業（知事表彰）（青少年・男女共同参画課） 

男女共同参画社会づくりに対する県民の一層の関心を高めることを目的とし、男女共同参画社会の実現に向

けて、顕著な功績のあった個人、団体及び企業を表彰し、その功績を称える。 

 

表 93 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰受賞者一覧 

 

表彰の 

   種類 

年

度 

功 労 賞 

奨 励 賞 

女性のチャレンジ部門 企業の職場づくり部門 

平成 19年度 
佐野 房 氏 

（田子町） 

・一二三 ゆう子 氏（八戸市） 

・なみおか「豆や」（青森市） 

・株式会社 蓬田紳装（蓬田村） 

・株式会社トヨタレンタリース青森（青森市） 

平成 20年度 
成田 宏子 氏 

（青森市） 

・特定非営利活動法人ウィメンズネット青森 

（青森市） 

・ＪＡ木造町女性部加工部会（つがる市）

・はちのへ女性まちづくり塾生の会 

（八戸市） 

・社会福祉法人 寿栄会（八戸市） 

・東和電材株式会社（青森市） 

平成 21 年度  
・カマラードの家（五戸町） 

・蓬田村漁協女性部（蓬田村） 

・株式会社 中三（青森市） 

・大和リース株式会社青森営業所（青森市） 

平成 22 年度  

・長谷川 洋子 氏（鰺ヶ沢町） 

・一條 敦子 氏（弘前市 

・白神地産地消の会（深浦町） 

・社会福祉法人 福祉の里（十和田市） 

・医療法人社団クロース・トゥ・ユーＥＳＴ 

クリニック（弘前市） 

・株式会社 野月会館（八戸市） 
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 (2)  男女共同参画週間啓発事業（男女共同参画センター） 

平成 22 年度は、「なくそう貧困・格差社会」をテーマにオープンカレッジを開催したほか、環境講座やコミ

ュニケーション講座を開催し、新規来館者に対して男女共同参画の啓発を行った。また、併せて「男女共同参

画週間お知らせチラシ」を作成し、来館者に配布した。 

平成 23 年度は、あおもりウィメンズアカデミー公開講座として「白熱教室 これからの社会を考えよう 男

女共同参画の視点から展望する新しい社会」をテーマに開催したほか、「人身売買」をテーマとしたパネル展

示やコミュケーション講座等の開催、「男女共同参画週間お知らせチラシ」の配布等を行った。 

 

(3)  女性に対する暴力をなくす運動（男女共同参画センター） 

ＤＶ被害者支援担当者会議を開催し、ＤＶ被害者の支援体制づくりを図る。 

 

３ 法律、制度の理解促進及び相談の充実 

○  年次報告書の作成・配布（青少年・男女共同参画課） 

青森県男女共同参画推進条例に基づく年次報告書「青森県の男女共同参画の現状と施策」を平成 14 年度から 

刊行している。男女共同参画審議会委員、県庁各課、教育庁、警察本部、県関係機関をはじめ、市町村、商工

会議所、内閣府、地方裁判所、地方法務局、県医師会、県弁護士会、図書館等に配布している。 

 

４ 意識調査・実態調査の実施 

○ 青森県男女共同参画に関する意識調査（青少年・男女共同参画課） 

  少子高齢化や現下の経済情勢における県民の意識やニーズを把握し、男女共同参画に関する新たな施策の展

開を図るため、平成 21 年度に県内在住 20 歳以上の男女 3,000 人を対象に男女共同参画に関する意識調査を実

施した。 

 

重点目標 12 多様な選択を可能にする教育・学習の機会の充実 
１ 行政関係職員等の研修機会の充実 

(1)  男女共同参画職員研修会の開催（青少年・男女共同参画課） 

平成 22 年 12 月 24 日県庁西棟８階大会議室にて、青森公立大学准教授の大矢奈美氏を迎え、庁内職員約 80

名に「男女共同参画職員研修会」を実施した。 

平成 23 年度においても、同様の研修会を実施し、職員の意識啓発に向けて積極的に取り組むこととしてい

る。 

 

(2)  青森県男女共同参画アドバイザー派遣事業（青少年・男女共同参画課） 

     市町村が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を策定する事業等

について、市町村の要請により、男女共同参画アドバイザーを派遣し、男女共同参画社会の形成の促進を支援

している。平成 22 年度は、１村へ１回派遣し、平成 23 年度においても当該事業の積極的な活用を市町村に働

きかけていく。 
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 （P65～66 第１部第４章第１節 「表 62  男女共同参画基本計画の策定状況」、P158 第３部 １「(3) 市町村に

おける男女共同参画の取組状況」参照） 

 

表 94 男女共同参画アドバイザー派遣状況                       （平成 22 年度）  

派遣先 年月日 事 業 内 容 アドバイザー氏名 参加者数 

六ヶ所村 H22.9.27 
六ヶ所村男女共同参画社会基本計画策定に

係る勉強会 
小山内 世喜子 

30 人 

（うち男性 8 人） 

 

２ 保育や教育の場における男女平等の推進 

(1) 学校教育活動を通した児童生徒への啓発（学校教育課） 

学校の教育活動全体を通して、一人一人が相手の人格を尊重し、思いやりの気持ちをもって協力し合う態度

を育成するとともに、個性と能力を十分に発揮し、自分らしさを伸ばそうという態度を育成することができる

よう、発達段階に応じた指導に努めている。 

   

(2) ユニバーサルデザイン出前教室（県民生活文化課） 

     小中学校に対して出前教室を行うことにより、ユニバーサルデザインの普及啓発を図る。平成22年度は県内 

35校で実施した。 

 

(3) 教職員研修の充実（学校教育課） 

各学校においては、各教科等をはじめ、教育課程全般で男女平等教育に関する事項について取り上げている。

県教育委員会では、教員の指導の充実に資するため、教育課程説明会等を開催するとともに、青森県総合学校

教育センターにおいては、すべての校種を対象に各種研修講座を行っている。 

 

(4) 家庭科教育の推進（学校教育課） 

家庭科教育を通して、男女や家族が協力して互いに支え合い、自分自身も家族の一員としての自覚をもち、

生活をよりよくしようとする実践的態度の育成を図っている。 

 

(5) 進路指導の充実（学校教育課） 

児童生徒一人一人が自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、体験的な学習活動を適切に行い、

望ましい勤労観・職業観を育成するため、ガイダンス機能の充実を図るとともに、学校の教育活動全体で、進

路指導の充実が図られるよう、計画的、組織的、継続的な指導に努めている。  

 

(6) キャリア教育の推進（学校教育課） 

   一人一人の児童生徒が、自らの生き方を考え、社会的・職業的自立ができるよう、必要な基盤となる能力や

態度の育成に努めている。 
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３ 家庭や地域における男女平等の推進 

 (1) 家庭教育支援基盤形成事業（生涯学習課） 

身近な地域における家庭教育支援を広く実施するため、持続可能な支援を行うための地域人材を養成し、

多くの親が集まる様々な機会を活用して、学習機会を提供する。 

   平成 22 年度は、保護者を対象とした子育て・親育ち講座を県内 10 市町村において実施した。 

 

(2)  つながりあい支えあい家庭教育応援事業（生涯学習課） 

     社会全体で家庭教育を支えていくことを推進するため、家庭教育を支える気運を高めるキャンペーンを行う

ほか、家庭と地域のつながり合い支え合う関係を構築しつつ、学習機会の提供や地域住民による家庭教育を応

援する地域づくりの取組を実施する。 

 

   (3) 地域における子育て支援の仕組みづくり事業（生涯学習課） 

地域の子育て支援者や専門家の連携による、きめ細かな子育て支援の取組を定着させるため、「子育て支援

コーディネーター」による行政、地域、子育て支援者の連携を強化し、親等の多様なニーズに対応できる持続

可能な子育て支援の仕組みを作った。 

平成 22 年度は県内 11 市町村において事業を実施した。 

 

(4)  家庭教育支援充実事業（生涯学習課） 

     身近な地域における家庭教育支援の体制づくりを推進するため、地域の関係機関との連携を促進しながら、

支援策の企画・実施等を行う子育て支援コーディネーターを配置する。 

     平成 23 年度は９市町村 14 地区において事業を実施する。 

 

(5) あおもり県民カレッジ学習支援総合事業（生涯学習課） 

多様化、高度化する県民の学習ニーズに応え県民の学習機会の充実を図り、県民一人ひとりが生きがいのあ

る充実した生活を送るため、県民の興味・関心の高いテーマについて、体系的、継続的に学習し、その学習成

果が社会から適切に評価され、学習成果を生かして社会参加できるよう総合的に支援するサービスを提供して

いる。男女共同参画の視点から行われている学級、講座も開設されている。 

平成 22 年度においては、県、市町村、民間教育事業者等が連携して情報を提供し、各種講座の提供をはじ

め、生涯学習フェア、大学－地域連携セミナー、あおもり学特別講座等を開催した。 

平成 23 年度においても、県民の学習機会の充実を図るほか、学習の成果を生かした社会参加活動を支援し

ていく。 

 

 (6) あすなろマスターカレッジ開設事業（生涯学習課） 

県民の高度な学習要求に応えるとともに、学習者の社会参加活動を促進し、地域のリーダーとして活動でき

る人材を育成するため、大学や博物館、体育施設、青少年教育施設等との連携により専門的・実務的能力の向

上に資する学習講座を２年課程（１年次：基礎課程、２年次：専門課程）として、平成 23 年度まで実施する。 
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平成 22 年度は、県内３地区において、第５期基礎課程【人文科学コース（八戸校）、自然科学コース（青森

校）】及び第５期専門課程【人文科学コース（弘前校）】を実施した。 

平成 23 年度は、県内１地区において、第５期（自然科学コース）（弘前校）を実施する。 

 

(7)  ユニバーサルデザイン出前講座（県民生活文化課） 

   一般企業や団体に対して出前講座を行うことにより、ユニバーサルデザインの普及啓発を図る。平成 22 年

度は２団体に対して実施した。 

 

(8)  社会教育主事有資格者育成派遣事業（生涯学習課） 

社会教育指導体制を充実させるため、指導主事や学校教員等を社会教育主事講習に派遣し、社会教育主事の

有資格者を計画的に養成している。講習には男女共同参画に関する講義が組まれており、講習修了者が男女共

同参画の視点に立った施策を推進することが期待される。 

平成 22 年度は３名を派遣し、平成 23 年度も４名を派遣する。 

 

(9)  家庭教育次世代応援セミナー（生涯学習課） 

家庭教育支援を行っている方や各関係機関の担当者等を対象に、次世代育成支援に必要な専門的研修やプロ

グラム企画、インターンシップ活動実践を通して、地域全体で活動のできる支援者やリーダー、コーディネー

ターを育成し、子育て力の向上とそれを支え合うまちづくりを目指した家庭教育支援活動の充実を図る。 

平成 22 年度は、東青・下北地区に在住の方を対象に、16日間の研修を行い、59 名を育成した。 

平成 23 年度は、県民一般を対象に、13 日間の研修を行う。 

 

 ４ 男女共同参画に関する生涯学習の推進 

 (1)  生涯学習推進基盤整備事業（生涯学習課） 

生涯学習振興法の趣旨を踏まえ、本県の生涯学習推進体制を整備していくため、生涯学習推進本部等を運営

する。また、生涯学習推進に資する施策の重要事項について、総合的に調査、審議するため生涯学習審議会を

運営する。審議事項には男女共同参画の視点も含まれる。 

 

(2)  学習情報提供事業（生涯学習課） 

青森県総合社会教育センターにおいて、県民の学習活動を支援するため、学習機会、指導者人材、視聴覚教

材等に関する情報の収集及び提供を行う。 

また、インターネットによる情報提供をしており、同センターのホームページから男女共同参画に関する情

報や団体・グループの検索ができる。 

平成 22 年度、データ件数は学習機会、指導者人材、学習施設等 24,736 件で、年間検索件数は、21,862 件

であった。 

平成 23 年度も情報の収集及び提供を行うとともに、人材活用事業を併せて実施し、社会教育団体等の求め

に応じて講師派遣を行うほか、生涯学習相談事業も引き続き実施する。 
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基本目標Ⅴ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 
 

 
重点目標 13 国際交流・国際協力の推進 

１ 女性問題に関する国際理解の推進 

○ 国際交流ラウンジの管理運営事業（国際経済課） 

  県民の国際交流・国際理解の促進を図るとともに、県民と県内在住外国人等との交流の場を提供するため、

(財)青森県国際交流協会に対し、各種相談窓口、資料閲覧コーナー等の機能を備えた国際交流ラウンジの管理

運営を委託している。 

 

２ 国際的視野に立った女性リーダー等の育成 

（P75～76 第１部第５章「第１節 国際交流・国際協力の推進」参照） 

 

３ 本県在住の外国人女性に対する支援 

○ 県民と進める多文化共生推進事業（国際経済課） 

    日本語を教えるボランティアの育成・活用により、在住外国人のコミュニケーション能力の向上を図るため、

(財)青森県国際交流協会に必要な経費を助成し、ボランティアの日本語教授技術の向上、在住外国人におけ 

る日本語習得の促進等に係る事業を実施している。 

     平成 20 年度は、日本語の教授法等を内容とする研修会を８回開催し、190 名のボランティアが参加した。 

    平成 21 年度は、在住外国人を対象とし、ボランティアを講師とする「日本語教室」を開催した。 

   平成 22 年度は引き続き、在住外国人を対象として、ボランティアを講師とする「日本語教室」を開催してい  

る。 

 

重点目標 14 地球環境保全活動の推進 
  環境教育・学習の推進 

(1) こどもエコクラブ活動促進事業（環境政策課） 

   こどもエコクラブは、各地域の子どもたちが自主的に環境学習や実践活動を行うものであり、県ではこれら

クラブの活動の実施に資する情報の提供、他のクラブとの交流の促進等の支援を行っている。 

   ○ 平成 22 年度の実績 

     こどもエコクラブサポーター・コーディネーター研修会の開催 

（クラブ数：69 クラブ、会員数：3,498 人） 

○ 平成 23 年度の計画 

     こどもエコクラブサポーター・コーディネーター研修会の開催 

 

(2) 北東北三県環境副読本共同作成事業（環境政策課） 

環境教育の推進の一環として、三県共同で小学校５年生を対象とした環境副読本及び教師用手引書を作



150

成・配布している。 

     ○ 平成 22 年度の実績 

     環境副読本 13,500 部、教師用手引書 1,000 部を作成・配布 

   ○ 平成 23 年度の計画 

     環境副読本約 13,000 部、教師用手引書約 950 部を作成・配布 

 

(3) あおもり地域環境力向上事業（環境政策課） 

環境問題に関心を持ち、自ら環境に配慮した行動を実践する人財を育成し、地域全体で環境保全に取り組む

「地域環境力」を高めるため、メールマガジンの発行や環境保全活動等の交流会などを通じて、タイムリーで

多様な情報の提供を行っている。 

○ 平成 22 年度の実績 

     ・環境関連情報を掲載した「あおもり地球クラブメールマガジン」の配信･･･＜月１回＞ 

     ・環境活動意欲を促進するための表彰・発表・交流会の開催 

○ 平成 23 年度の計画 

     ・環境関連情報を掲載した「あおもり地球クラブメールマガジン」の配信･･･＜月１回＞ 

     ・環境活動意欲を促進するための表彰・発表・交流会の開催 

 

(4) 「青森宣言」を未来につなぐ環境・エネルギー教育推進事業（環境政策課） 

○ 平成 22 年度の実績 

『青森宣言』の精神を踏まえた「省エネルギー型社会」を実現するため、地域の人財によって、子ども

を中心とした県民に対する継続的な環境教育の実施が可能となるシステムの構築を目指す。 

① 環境出前講座の総合受付・相談窓口の設置 

環境出前講座の受付やサポーターの紹介、ツールの貸出など、様々な相談にタイムリーに対応するた

め、県に窓口を設置。 

② 省エネを主体とした環境出前講座の実施 

県が作成したプログラムを活用し、児童館等、学校以外にも幅広く対応した環境出前講座を環境ＮＰ

Ｏ法人への委託により実施。（実施箇所数：98 箇所、プログラム実施回数：190 回、受講者数：5,780

名） 

※「青森県緊急雇用創出事業臨時特例基金」（国の交付金で造成）を活用 

③  「環境教育サポーター」の育成 

 環境出前講座のサポート役として募集した「環境教育サポーター」について、環境出前講座の見学等、

認定研修会の受講により 17 名を認定した。 

 

(5) 地域の人財による環境教育推進事業（環境政策課） 

   ① 環境出前講座の総合受付・相談窓口の設置 

     環境出前講座の受付やサポーターの紹介、ツールの貸出など、様々な相談にタイムリーに対応するた
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め、県に相談窓口を設置する。 

   ② 省エネを主体とした環境出前講座の実施 

     県が作成したプログラムを活用し、児童館等、学校以外にも幅広く対応した環境出前講座を環境ＮＰ

Ｏ法人への委託により実施する。 

※「青森県緊急雇用創出事業臨時特例基金」（国の交付金で造成）を活用 

   ③ 「環境教育サポーター」及び「環境教育専門員」の育成 

      平成 22 年度に引き続き、新たな「環境教育サポーター」を育成するとともに、「環境教育サポーター」

を環境出前講座への参画等、認定研修会の受講及び認定実技試験により、将来の環境出前講座の担い手

となる「環境教育専門員」へ認定する。 

     ④ 大人向け環境教育プログラム・ツールの整備 

     今後は子どものみならず、大人に対する環境教育の機会の提供を目指し、大人向けの環境教育プログ

ラム・ツールの整備を環境ＮＰＯ法人への委託により実施する。 

 

(6) 環境教育の推進（学校教育課） 

一人一人の児童生徒が、環境や人間とのかかわりについて関心や理解を深め、環境に対する豊かな感受性を

養うことができるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努めている。環境教育の推進を図るため、

青森県総合学校教育センターにおいては、小学校環境教育講座、中・高等学校環境教育講座を開設し担当教員

の指導力の向上を図っている。 
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＜資料＞     平成 23年度 青森県男女共同参画推進関係予算額の概要 
（単位：千円） 

主 要 事 業 所 管 
平成22年度 
当初予算額 当初予算額  

平成23年度

 
比  較 
増 減 額 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 
(1) 審議会等の委員への女性の参画拡大 
(2) 県における女性の職員の積極的登用促進 
(3) 市町村における女性の参画促進の要請 
(4) 企業や各種団体等における女性の参画促進の要請 

 
(5) 女性の多様な参画を可能にする環境醸成 

 
(6) 政策・方針決定過程への参画に関する調査・研究の実施 

小   計

全 部 局

総 務 部

環境生活部

環境生活部

商工労働部

環境生活部

農林水産部

環境生活部

 2,644 
0 

302 
（再掲） 
（再掲） 
（再掲） 
（再掲） 

2,342 
0 

2,476 
0 

303 
 
 
 
 

2,.173 
0 

△168
0
1

△169
0

２ 女性の人材養成と情報の提供 
(1) 政策・方針決定過程へ参画できる人材の養成 

 
(2) 女性人材情報の充実と活用 

小   計

環境生活部

農林水産部

環境生活部

農林水産部

121 
（再掲） 

0 
121 

（再掲） 

 2,281 
 

2,160 
121 

2,160

2,160
0

３ 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 
(1) 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇確保のための

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の推進 
(2) 母性健康管理対策の推進 
(3) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

 
(4) 女性のチャレンジ支援事業の推進 

 
 
 

(5) 多様な働き方を可能とする就業条件の整備 

小   計

商工労働部

 
商工労働部

総 務 部

商工労働部

環境生活部

商工労働部

農林水産部

中南地域県民局 
商工労働部

5,129,085 
1,043 

 
0 
0 

（再掲） 
0 

5,119,957 
8,085 

0 
（再掲） 

10,238,872 
808 

 
0 
0 
 

0 
10,231,869 

5,112 
1,083 

 

5,109,787
△235

0
0

0
5,111,912
△2,973

1,083

４ 農林水産業及び自営の商工業における男女共同参画の促進 
(1) 女性の労働に対する適正評価とあらゆる場における意識と行

動の変革 
(2) 意思決定の過程への参画促進 
(3) 家族経営協定の締結促進 
(4) 女性の経済的地位と能力の向上 
 
(5) 男性の家事・育児・介護等への参画促進 
(6) 地域間交流等における男女共同参画の促進 

小   計

農林水産部

 
農林水産部

農林水産部

商工労働部

農林水産部

農林水産部

農林水産部

 24,538 
（再掲） 

 
（再掲） 
（再掲） 

21,976 
2,562 

0 
（再掲） 

 21,349 
 
 

  
  

20,108 
1,241 

0 

△3,189

△1,868
△1,321

0

５ 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 
(1) 仕事と家庭の両立のための雇用環境の整備 
 
(2) 家庭生活における男性の参画の促進 
 
(3) 地域社会における男女共同参画の促進 
 
 
(4) 子育て支援対策の充実 
 
 
 
(5) ひとり親家庭の生活安定と自立の促進 

小   計

環境生活部

商工労働部

環境生活部

商工労働部

環境生活部

健康福祉部

教 育 庁

総 務 部

環境生活部

健康福祉部

教 育 庁

環境生活部

健康福祉部

商工労働部

6,096,898 
4,794 
1,649 
4,121 

（再掲） 
10,226 
42,172 
91,471 

142,671 
19,037 

3,350,719 
68,377 
3,947 

2,357,714 
（再掲） 

 6,563,506 
4,170 

 1,635 
4,548 

 
87,049 
40,284 
17,489 

141,983 
11,321 

3,653,914 
69,145 
9,874 

2,522,094 

466,608
△624
△14
427

76,823
△1,888

△73,982
△688

△7,716
303,195

768
5,927  

164,380
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６ 高齢者等が安心して暮らせる環境づくり 
(1) 高齢者に対する保健福祉の整備 
(2) 高齢者の生活安定と自立の促進 
 

(3) 高齢者の社会参加の促進 
(4) 障害のある人の生活安定と自立の促進 

小   計

健康福祉部

健康福祉部

商工労働部

健康福祉部

健康福祉部

商工労働部

教 育 庁

245,258 
66,808 
67,262 
9,517 

57,941 
2,294 

40,270 
1,166 

295,963 
69,322 
65,416 
9,329 

51,710 
2,175 

96,843 
1,168 

50,705
2,514

△1,846
△188

△6,231
△119

56,573
2

７ 青森県男女共同参画センターの充実 
(1) 情報提供、啓発・学習等の機能の充実 
(2) 県民参加による事業の推進 
(3) 市町村や国、各都道府県の女性センターなどの関係機関との

連携 

小   計

環境生活部

環境生活部

環境生活部

9,179 
9,179 

（再掲） 
0 
  

18,985 
18,985 

 
0 
  

9,806
9,806

0

８ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 
(1) 女性に対する暴力の根絶のための環境づくり 
 
(2) 被害者の救済と支援 

小   計

環境生活部

健康福祉部

健康福祉部

警察本部

16,636 
1,348 
1,483 
4,078 
9,727 

26,948 
1,348 
7,520 
8,633 
9,447 

10,312
0

6,037
4,555
△280

９ メディアにおける男女共同参画の推進 
(1) メディアを活用した男女共同参画の推進 
(2) 行政が作成する広報・刊行物等における性差別につながらな

い表現の促進 

小   計

環境生活部

環境生活部

 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0
0
0

10 生涯を通じた男女の健康支援 
(1) 生涯を通じた女性の健康支援 
 
 
(2) 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 
(3) 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康

と権利）」の普及 
 
(4) 男性の健康問題への対応 

小   計

環境生活部

健康福祉部

教 育 庁

健康福祉部

環境生活部

健康福祉部

教 育 庁

健康福祉部

1,455,129 
（再掲） 
331,302 
100,380 
945,796 
（再掲） 

1,160 
2,196 

74,295 

1,374,400 
 

264,261 
99,723 

936,273 
 

1,160 
2,226 

70,757 

△80,729

△67,041
△657

△9,523

0
30

△3,538
11 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識

の改革 
(1) 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し 
(2) 理解促進活動の充実・強化 
 
(3) 法律、制度の理解促進及び相談の充実 
 
(4) 意識調査・実態調査の実施 

小   計

 
環境生活部

環境生活部

農林水産部

環境生活部

商工労働部

環境生活部

1,038 
 

599 
0 

（再掲） 
439 

（再掲） 
0 

1,443 
 

1,002 
0 
 

441 
 

0 

405

403
0

2

0
12 多様な選択を可能にする教育・学習の機会の充実 
(1) 行政関係職員等の研修機会の充実 
(2) 男性を対象とした学習機会の提供の充実 
(3) 保育や教育の場における男女平等の推進 
 
(4) 家庭や地域における男女平等の推進 
 
(5) 男女共同参画に関する生涯学習の推進 

小   計

環境生活部

環境生活部

環境生活部

教 育 庁

環境生活部

教 育 庁

教 育 庁

58,986 
299 

（再掲） 
378 
649 

0 
46,846 
10,814 

51,724 
305 

 
0 

5,237 
0 

35,135 
11,047 

△7,262
6

△378
4,588

0
△11,711

233

平成22年度

当初予算額 当初予算額 

平成23年度 比  較

増 減 額
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13 国際交流・国際協力の推進 
(1) 国際規範・国際基準の本県への取り入れ・普及 
(2) 女性問題に関する国際理解の推進 
(3) 国際的視野に立った女性リーダー等の育成 
(4) 本県在住の外国人女性に対する支援 

小   計

環境生活部

商工労働部

商工労働部

商工労働部

12,933 
0 

7,281 
4,635 
1,017 

11,026 
0 

6,930 
4,096 

0 

△1,907
0

△351
△539

△1,017
14 地球環境保全活動の推進 
(1) 環境教育・学習の推進 
 
(2) 環境保全活動への支援 

小   計

環境生活部

教 育 庁

環境生活部

9,243 
9,081 
 162 

（再掲） 

9,449 
9,293 
 156 

206
212
△6

 合   計 13,061,688 18,618,422 5,556,734

 

平成22年度

当初予算額 当初予算額 

平成23年度 比  較

増 減 額




